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別紙 1 会議記録 (1)

【市配布資料】
1 北 本市庁舎建設基本計画(素案)

2 庁 舎建設基本計画策定に関して(H20年 12月)(案)

3 合 併後の庁舎の利用状況について

4 視 祭先概要

5 庁 舎建設特別委員会委員長中間報告

【視祭先配布資料】配布資料 |さェ萱群
1 上 里町庁舎視祭資料

2 上 里町庁舎建設住民アンケー ト調査集計結果

3 上 里町庁舎建設事業費概要

4 各 種パンフレット

○ 本庄市
1 本 庄市役所庁舎パンフレット
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

司会

委員長

上里町事務

局

上里 町副 町

長

委員長

委員

上里 町事務

局

上里 町事務

局

上里町事務

局

勝委員

司会進行 事 務局 (北本市総合政策部政策推進課長)吉 野 一

1 開 会

2 あ いさつ (車中)

3 視 祭

① 上里町視祭
―上里町事務局進行―

1)開 会

2)町 あいさつ
一上里町副町長あいさつ、省略―

3)北 本市庁舎建設委員会委員長あいさつ
一高岡委員長あいさつ、省略‐

4)出 席者紹介
―北本市庁舎建設委員会委員自己紹介―

―上里町出席者紹介―

5)庁 舎視祭について

(1)庁 舎の建設について
一上里町担当者による、資料に基づく説明―

(2)庁 舎の見学について
一上里町庁舎見学―

① 質疑応答
・庁舎について見学をしていただきましたが、疑問点等ござい

ましたら質問をお願いします。

0合 併との兼ね合いということで、建設の時点では合併を拒否

としたと聞いているが、建設時点で、もし合併 したとき、こ



会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

上里町事務

局

勝委員

上里 町事務

局

矢部委員

上里 町事務

局

の庁舎をどういう風に使っていくかと

たのでしょうか。

Ｌ
Ｖ うような議論はあつ

この建物を造るときには、多分なかったと思います。上里町

として使 う庁舎を造るということで進めていったものと思い

ます。

省エネとしていろいろ工夫されていて、光熱水費も削減され

ているとお聞きしましたが、省エネ施設の維持管理という点

でいろいろとお金がかかると思 うのですが、 トータルで考え

て光熱水費が安くなつた、メリットがあつたといったニュア

ンスはありますか。

多分あると思います。電気、電話、水道料込みこみで、庁舎
の維持管理が 7, 700万 円程であり、電気料でいいますと

年間で約 1, 200万 円で、月 100万 円くらいとなってい

ます。平成 14年 度の当初予算では、2, 000万 円くらい

組んでいたので、予想の見込みより大分低いという実感を持

つています。

ただ、環境施設が多いこともあり、その保守管理を含めて

維持管理を含めて年間7, 700万 円程度となっています。

隣の市の本庄市も上里町の 195倍 ほどの庁舎を建設 してお

りますが、維持管理費は1億 2, 000万 円程となってお り

まして、大体述べ床面積 1, 000ぱ で 1, OoO万 円程度

見ておかないといけないのかなというのが今の状態です。

ただ、通常の修繕費なども建設 してから、7、8年 経ってい

ますので、年間200万 円程度出ている状況です。その辺も

頭に入れておく必要があると思います。

修繕費で一番かかるものは何ですか。

いろいろありまして、地下のポンプが壊れたり、電気設備の

不具合や、 トイレの自動水洗のセンサーの不具合など紳かい

ものが多くなってきています。常駐の設備員が一名お ります

ので、その方が簡単なものは対応 している状況です。その辺
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

委員長

上里 町事務

局

委員長

上里 町事務

局

原田委員

上里町事務

局

黒葛原委員

上里町事務

局

上里 町事務

局

も含めたものとして、先ほど申し上げた 7, 700万 円程度

となつてお ります。

空調の関係は、中央管理室で一元管理と聞いたが、部分的な

対応は出来るのですか。

集中制御で消すことは出来ますが、個々の部屋で対応するこ

とも可能となつています。

職員の方は車で来る方が多いと思いますが、職員の方の駐車

場はどのくらい確保 していますか。

駐車場は、3箇 所用意しており、町の予算で借地をしている

状況です。土日などにはその部分を近隣の施設もあることか

らそういうところにも開放 しています。本庄市などは、職員
の分は市では確保 しないという形になっていると聞いていま

す。

駐車場は何台あるのですか。

庁舎の正面に44台 、反対側に50台 程度、その他にも旧庁

舎の跡地など、集合施設の間に100台 程度確保 して対応 し

ています。確定申告などの時期は、停めやすい正面側の駐車

場がいつぱいになってしまうこともありますが、役所の周辺

には必要台数は確保できているものと考えてお ります。

庁舎を引つ越すときに備品は、旧庁舎のものを持ち込んだの

ですか。

殆ど持ち込んでお りません。椅子もOAチ ェアを採用してお

りますが、職員から仕事のしやすい椅子、疲れにくい椅子な

どのアンケー トをとり、その椅子を採用した経緯があります。

古い椅子などは、原則、公共施設、小中学校などに優先順位

を与えて、持つていつていいとい うことにしました。それ以

外のものについては、一般住民を対象にして300円 とか 5

00円 とか値段をつけて、財産処分をしました。それでも残

ってしまったものは、鉄くずやに処分をしました。
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会議記録 (2)

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項

市事務局

上里町事務

局

勝委員

上里 町事務

局

黒葛原委員

上里 町事務

局

矢部委員

庁内で働いている職員の数はどのくらいになりますか。

庁舎内の職員数は、 140人 くらいとなります。出先が3

から40人 くらいです。

北本市が庁舎を建てようとしているところのすぐ隣に文化セ

ンターがあり、ここの場合も隣に中央公民館があるという状

況になっていることから、そういう状況を踏まえてお聞きし

ます。庁舎内に町民ホールというものを造つておりますが、

その利用状況などが、北本の場合も文化センターの中に展示

スペースなどもある程度確保されていますが、庁舎にもそう

いうものを造 りたいという意見があるのです。私は無駄なよ

うにも思えるのですが、中央公民館を利用する人たちと庁舎

を利用する人たちとでいろいろな面で層が違 うと思 うのです

が、そ ういう点で、町民ホールの利用状況が公民館と比べて

どうでしょうか。

利用率を比較していないのでなんとも言えないのですが、庁

舎を利用する人が一 日大体400名 程度です。展示する側か

らの希望としてはなるべく多くの人が来るところへ展示した

いという希望がありまして、庁舎については大変人気があり

ます。選挙で使用したりなど、いろいろな用途で使つてお り

ますので、利用率は高い状況で、3分 の2程度は埋まってい

る状況です。

町民ホールに対しての住民や職員からの評判はいかがです

か 。

建てたときから、住民からの苦情は受けてお り、無駄な空間

であるとのご指摘をいただいたことがあります。議会からも
一般質問などでもでており、もつと活用するようにとされた

こともあります。

久米設計さんが設計業者として決まって、 1年 で発注となつ

てお り、短く感 じるのですが、期間としては十分な期間だつ

たと思いますか。
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会議記録 (3)

発言者 発 言 内 容 決 定 事 項

上里 町事務

局

矢部委員

上里 町事務

局

矢部委員

上里 町事務

局

矢部委員

上里 町事務

局

委員長

―質疑終了―

6) 閉 会

○ 本庄市役所視祭
―庁舎視祭のみ実施―

4 閉 会
―閉会あいさつ、省略―

十分であったと思います。

設計業者の選定にあたり、プロポーザルを実施 したとのこと

ですが、何社の参加がありましたか。

4者 の参加があったと思います。参加費用 として 5万 円だか

20万 円だかを町側が出して、基本的な模型を作ってもらっ

た りしてお ります。

その選定はどのように行ったのですか。

基本的には、諸条件を出して、それにあつた提案をしてもら

い、模型や見やすい図面などを作っていただきました。その

中から最終的に選んだが4者 くらいだったと思います。それ

らを選んだのは建設検討委員会で、52名 程度で組織 してい

たと思います。

設計者が決定 してから、椅子や備品などに対 しての発言権 と

い うのはあったのですか。

建設検討委員会としては、庁舎の全体像から、この業者でい

いとして、細かな備品等については職員側の委員が意見を出

したと思います。職員内部でも組織を設置 して、協議を何回

か行つてお ります。

議事の概要を記載し、
平成 p/年 ,ズ月

こめた
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北本市庁舎建設基本計画 (素案)

北 本  市

平成21年 1月
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基本計画素案 (H21.1.9)

第 1章  計 画の前提条件

1-1新 市庁舎建設の目的

近年の庁舎建設では、庁舎を住民情報の管理、サービスの器から地域の活性

化、行政の文化化、市民参加の促進を図る場としても者えられており、従来か

らの行政ゾーンと議会ゾーンにカロえ、市民サービスゾーンが重要な位置付けと

なつている。

本市の現庁舎は、昭不□38年 に建設されて以来、増築等を重ねてきたが、施

設の狭倫化、窓□業務の角散化を余儀なくされており、エレベーター等の設置

もされておらす、市民サービスにも支障をきたしてしヽる。

また、近年の高度情報化対策、バリアフリー対策、地球環境問題、多様な市

民エーズに対する迅速な市民サービスの提供等を行うにも支障となつてきてい

る。さらには、公共施設の老朽化等が起因する大震災時における救済対策や防

犯拠点施設としての機能の遅れが、その後の市民生活に多大な支障をきたした

ことから、庁舎等に代表される公共建築物の耐震性を一層強化することが必要

とされている。

したがって、これらの諸問題を解決するとともに、市の層来像である 「緑に

囲まれた健康な文化都市」を実現するための拠点として、 「市民自治の拠点と

なる市民に親しまれ市民に開かれた庁舎とすること」、 「将来的な市民サービ

スにも的確に対応できること」、 「地球環境に配慮した庁舎とすること」、 「周

辺地域との調不□を図りながら市の層来都市像を表現する庁舎とすること」を目

標に新庁舎の建設に取組むものとする。



基本計画素案 (H21.1.9)

1-2 こ れ まで の 経 緯

本市では、昭不□59年 に庁舎建設基金を設置 して積立てを行うとともに、平

成4年 には、庁舎建設検討委員会を発足 し、市制施行 30周 年となる平成 13

年の新庁舎完成を目指 して検討を進め、平成 10年 12月 には北本市庁舎建設

基本計画を策定した。

しかし、バブル経済の崩壊を受けた長ヨ|く景気低迷や地価の下落などから市

税収入が減少、財政状況が悪化する中で、土地区画整理事業の推進や既存の学

校、保育所、公民館等の改修、圏央道の整備や新駅問題なども重なり、新庁舎

建設に向けた力向が変化 した。

特に平成 12年 3月 の庁舎建設委員会の答申では、平成 10年 度に策定した

庁舎建設基本計画に対 し、新庁舎建設に向けた課題が指摘され、平成 13年 2

月には 「厳 しい財政状況のなか、市民福祉の向上と義務教育施設等の整備など

新たな行政需要に対応するため、庁舎建設計画は当のの間延期する (目標年次

として市制施行40周 年となる平成23年 度に完成予定)」 との市長力針が

示された。

この市長力針に基づき、平成 13年 度には、新庁舎建設までの間 (10年 )、

現庁舎を使用することを前提に庁舎改修設計を実施 し、平成 15年 度予算とし

て 3億 4,226万 円の改修工事費を計上したが、本市を取り巻く合併問題が

議論されてしヽること、財政状況が厳 しさを増す中での庁舎改修工事に着手する

ことにつしヽて、再度慎重に検討が必要との半」断から庁舎改修工事を凍結するこ

ととなった。

その後、市議会や市民の中で現庁舎の課題等から新庁舎の建設の必要性を問

う声もあることから、改めて庁舎建設委員会が設置され新庁舎建設に対する者

え力の整理を行い、平成 19年 3月 に 「庁舎建設基本構想」として答申がされ

た。また、併せて、市議会の庁舎建設特別委員会におしヽても、新庁舎につしヽて

は司及的速やかに建設することとして委員長報告がなされた。
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基本計画素案 (H21.1.9)

新庁舎建設の検討経過

年度 取組み事項

平成4年 度 庁舎建設検討委員会を発足
・ 平成13年 (市制30周 年)完 成目指す。

平成7年 度 庁舎建設委員会を発足

平成9年 度 庁舎建設基本構想の策定

・ 庁舎建設委員会の基本構想に対する答申で 「庁舎建設場所は現在

地」とされた。

平成 10年 度 庁舎建設基本計画の策定

・ 規模10,000席 、6階建

・ 建設費51億 89 140石 円

・ 建物工事費41億 6,000万 円

平成 11年 度 財政難で庁舎建設が課題となる。

庁舎建設計画の見直 し (庁舎建設委員会に諮問 ・答申)

平成 12年 度 庁舎建物診断調査の実施
・ 第1・ 2庁 舎の耐震性能が不足

・ 庁舎改1多費9億 5, 140万 円

庁舎建設計画の見直 し (庁舎建設検討委員会で検討着手)

庁舎建設延期表明

平成 13年 度 庁舎建設計画の見直 し検討報告

庁舎改修設計報告

・ 増築 ・改修工事費4億 3, 155万 円

。 第 5庁 舎 (676席 )等 の建設

建設費1億 2,264万 円

・ 改修工事 (空調等)

2億 4,731万 円

平成 14年 度 平成 15年 度予算に、 3億 4,226万 円予算措置

平成 15年 度 財政難で庁舎改修工事が課題となり、増築及び改修工

事等を凍結

平成 17年 度 新庁舎建設に向けて再度、課題整理と検討を開始

平成 18年 度 庁舎建設計画の再見直 し (庁舎建設委員会へ諮問 ・答申)

庁舎建設基本構想の策定 (H19年 3月 )

。 現庁舎の置かれてしヽる状況や課題、市のシンボルとしての役書」、災

書時の復旧拠点としての機能などから、基本構想を具体化する基本

計画を策定し、早期に建設に取り組むことの提言がされる。
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基本計画素案 (H21。 1.9)

1-3 現 庁舎の概要

(1)現 庁舎の建設の経緯

現在に至る庁舎建設の歴史は、昭不□34年 の町制施行を契機に、行政の拠点

施設として昭不□38年 に現在の第 1庁 舎を建設 したのが費台まりである。

昭禾□46年 の市制施行を経て、人□増カロ等による行政需要の多様化に対応 し、

効率的な事務の執行を図るため、同49年 市役所敷地を拡3長して第2庁 舎を建

設 した。

その後、昭不□53年 には会議窒や倉庫等の不足解消のため第 3庁 舎を建設し、

平成9年 には隣接する民有地を借地 して、第4庁 舎を建設 し現在に至つてしヽる。

□ 現 庁舎の規模等

・位置 :北本市本町 1丁 目111番 地
・都市計画 :市街イヒ区域 第 二種中高層住居専用地域
・庁舎敷地面積 :約 14,OOO百  (第 4庁 舎借地面積を含む)
・既存庁舎建築面積 i約 3,720席
・既存庁舎延べ床面積 :約 5,725甫  (付 属棟倉む)

市議会庁舎建設特局」委員会委員長報告 (日19年 3月 )

・ 庁舎建設につしヽて、委員全員が賛成。司及的速やかに建設するとさ

れる。

平成 19年 度

～ 20年 度

庁舎建設基本計画の策定に向けた取組み

・ 庁舎建設に関する市民説明会の実施

○庁舎別床面積等

建物名称 床面積 建設年月 備者

第 1庁 舎 約 1,393席 S38. 4 S53.91曽 築

第2庁 舎 約 1,586百 S49. 3

第 3庁 舎 約 857百 S53. 9

第4庁 舎 約 900席 日 9. 3

その他付属棟 約 989百 倉庫 ・自転車置き揚等

合計 約5,725席
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基本計画素案 (H21.1.9)

1-4 市 の概要

(1)北 本市の位置

北本市は埼玉県の中央部に位置し、大宮台地上の平担な地形上にあり、西倶」

には荒川が流れ、北及び東には鴻巣市、南には桶川市、西には川島町及び吉見

町に隣接してしヽる。

東北自動車道及び関越自動車道に挟まれた地域となつており、中央部を」R

高崎線、県道 164暑 鴻巣桶川さしヽたま線及び国道17号 線が南北に縦断してお

り、これらに沿つて市街地が形成されており、都bま で45krnの 国内にある。

① 東経 139度 32分

○ 】ヒ緯 36度 01劣 25秒

○ 面積 19.84k甫

① 広ぼう 東西 5.8krn、南北 5。3krn

① 海抜 24.05rn
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基本計画素案 (H21.1.9)

(2)人 □

①人□の推移

北本市の人□は 1985年 (昭不□60年 )か らの 10年 間で 12,400人 程度増

加し、約 20%の i営加傾向を見せた。

しかし、少子高齢化の進行により我が国の人□は減少傾向にあり、2①30年

には 2005年 における人□の9害」程度となるとの推計がなされてしヽる。(表

1,2.1参PR)

北本市におしヽては2015年 (平成27年 )程度までは微増傾向にあるが、2025

年程度から減少傾向に転すると推演」されてしヽる。(2007年 (平成 19年 )1月

時点 :70,649人 )

ただし、人□減少率は首都圏等へのアクセス等の要因から、全国平均よりも

下回ると予演」されてしヽる。

表 1.2.1 国 ・県 ・市の人□の推移の推計 (国立社会保障 ・人□問題研究所より)  (単 位 !千人)

※比率は2005年 を 100%と した場合の比率

1.2.1 国 の人□の推移の推計図

1 3 0 , 0 0 0

1 2 5 , 0 0 0

1 2 0 , 0 0 0

1 1 5 , 0 0 0

1 1 0 , 0 0 0

1 0 5 , 0 0 0

2025年

(単位 :千人)

2 0 3 0年

(単位 :千 人)

7 , 2 0 0

7 , 0 0 0

6 , 8 0 0

6 , 6 0 0

6 , 4 0 0

6 , 2 0 0

2005年 2010年

図 1.2,2 埼 玉県の人□の推移の推計

2 0 1 5年

‐8‐

2005年 比率(%) 2010年 比率(%) 2015年 比率(%) 20204子 比率(%) 20254手 比率(%) 2030年 比率(%)

国 127,768 1000 127,005 99.4 124,889 97.7 121,823 95.3 118,019 113,626

埼玉県 7,082 7,035 9917 6,923 6,752 6,527

北本市 674

2005年 2010年 2015年 2020年 2 0 2 5年 2030年



図 1.2.3 北 本市の人□の推移の推計

基本計画素案 (H21.1.9)

(単位 :千人)

7 4 , 0

7 2 , 0

7 0 , 0

6 8 1 0

6 6 . 0

6 4 . 0

2005年 2010年 2015年 20204千 2025玄手 2030左F

②人□の構成

人□全体に占める 15～ 64歳 までの人□の比率は全国平均よりも若干高しヽ

値を示 してしヽる。これは、緑豊かな居住環境にありながら首都圏等へのアクセ

スの容易さなどを反映 し、 1985年 (昭不□60年 )程 度から、子育て世代と

言える若年層の新たな居住が比較的多かつたためと推沢」される。

(表1。2.2参 照)

表 1.2.2 国 ・県 ・市の年齢3区 分別人□ (2①05年 (平成 17年 )国 勢調査報告より) (単 位 :人)

国 をこ言己上ヒ理径(% 埼玉県 をE言己上ヒ憂寓(% 北本市 左記比率q 備 考

1 5歳未満 17,399,700 13,6 990,172 13.8 9,397

15～64歳 83,372,800 65。3 4,902,202 68.3 48,302 68‐2

65歳以上 26,819,900 21,0 1,287,191 13,140

計 127,756,000 100.0 7,179,565 100.0 70,839 100.0

(3)自 然条件等

気温、降雨曇、

表 1,2.3 月局」気温変動

天候、風向等に関しては次表の通りである。

(2007年 (平成 19年 )埼 玉県央広域消防本部データより)

1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

日平均(℃) 4.1 22.8 24.7 23.7 18.0 10.9 年平均 14.7

日最高(℃) 32.0 34.8 36.0 36.4 34.6 23.0 年最高 36.4

日最低(℃) -5.3 -3.3 -2.1 14ち5 20.4 0.3 年最低 -5,3

40.0

350

300

25.0

20.0

1 5 , 0

1 0 0

5 0

0 . 0

-5.0

-10,0

一 日平均(°C)

十 日最高(°C)

十 日最低(°C)
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基本計画素案 (H21

表 1,2.3 月 局」l各雨量変動 (2007年 (平成 19年 )埼 玉県央広域消防本部データより)

2500

2000

15〕0

1000

500

00

表 1.2.4 天 候局」日数 (20① 7年 (平成 19年 )埼 玉県央広域消防本部データより)

7 月 8月   9月   10月   11

9)

囲障輛薩訳m巾

30

25

20

15

10

5

0

２４
田
田
田
団
剛
剛
剛
剛
剛
田
陣
陥
剛
脚
剛
　
月

□ 晴

田 曇

□ 雨

□ 雪

12月6 月5 月4 月3 月2 月1 月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

願 雨 81.5 520 47.5 57.5 墨、0 温、5 237.0 22働5 墨、0 137.0 3働0 1.5 資日聴  1,069.0

1月  2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月  11月  12月

10



基本計画素案 (H21 9)

表 1.2.5 年 間風向日数 (2007年 (平成 19年 )埼 玉県央広域消防本きBデータより)

＼ 】ヒ】ヒ疎 】ヒ5巨 東北床 東 東南疎 東南 南南廉 南 南南匹 南西 西南匹 西 西北匹 Jヒ芝ゴ
日数 54 0 0 1 0 4

― 日数

各期は北西から、夏期は南東～東力面からとしヽう関東平野における各都市と

同様の特徴を示 してしヽる。



基本計画素案 (H21.1.9)

第 2章  整 備の力向性の検討

2-1 庁 舎建設基本計画の位置付け

本基本計画におしヽては、基本構想で示された新庁舎建設の力針や、者え力な

どを実現するため、新庁舎の具体的な機能や規模、事業費、事業手法、課題の

解決力法等、基本設計に向けた諸条件の整理 ・検討を行うものとする。

◇基本計画の位置付け

基本構想 (平成19年 3月 )
・ 方針

=機 能
口 建設場所
口 課題     等

基本計画
・ 機能口規模の考え方

白 事業費口財源等の検討
白 課題への対応

口 事業手法の検討

白 市民合意形成

2-2 基 本的な考えカー 「北本市庁舎建設基本構想」よ り抜粋
―

平成19年 3月 に庁舎建設委員会より 「庁舎建設基本構想」として答申がな

され、新庁舎建設の基本的な者え力が示された。

これらの事項を踏まえ、庁舎建設基本計画の検討を行う。

□庁舎建設基本構想 (H19年 3月 )の 概要

基本的な

者えカ

1)行 政 ・文化の拠点としての整備

2)市 民自治の拠点となる市民に親 しまれ市民に開かれた庁舎

3)防 災の拠点としての庁舎

4)将 来的な市民サービスにも的確に対応できる庁舎

5)周 辺地域との調不□を図りながら市の将来都市像を表現する

庁舎

建設場所 新庁舎は現在地に建設する。

新庁舎の機能 建物本体に対する者えカ

市民ホール

ｌ

①
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基本計画素案 (H21.1.9)

協働の推進のための交流スペース、情報を共有するための行

政情報コーナー、市民参加を者慮した展示ギャラリー等、多目

的に不」用できる牙―プンスペースとする。

② 行政部門

行政サービスを提供する場として、わかりやすさ、安全性、

利便性などを考慮し、単純明快なものとし、併せて高度情報化

に対応したものする。 (窓□部門/一 般事務吉8門/高 度情報化

対策)

③ 議会部門

議会が市民の間接参加による政治を行う場であるため、その

機能的独立性を確保するとともに、市民が身近に感じられる場

としての機能をも有したものとする。 (財要施設/設 備 ・機能)

④ 管理 ・厚生部門

管理 ・厚生部門は、機能的に配置して、使しヽ勝手のよしヽもの

とし、働きやすい職場スペースを確保する。 (収納スペース/

図書室/更 衣室 ・給湯窒 ・トイレ/福 利厚生施設)

⑥ その他
・障害者 ・高齢者対策 (ユニバーサルデザイン/バ リアフリー

対応)
・PR明、空調設備
・省資源 ・省エネ対策
・防災対策
・日PR。電波障害対策
・庁舎の文化化 。国際化

2)外 部空間に対する者えカ

① 広場空間の確保

市民がイベントや屋外展示会等で集しヽ、S れヽあう場として、

司能な限り広しヽスペースを確保するとともに、文イしセンターと

の一体的な利用を図る。

② 緑地の確保 ・美観

緑地スペースの確保に努め、桜や菊をはじめとして、四季を

通じて花や緑に親しめるよう配慮する。

③ 儲車場 。駐輪場

駐車場は、来客用として100台 程度、公用車用として50

台程度を確保する。なお、敷地の状況等から文化センターの駐

‐13日



車スペースとしての利用につしヽても検討する。

また、自転車等の利用のため 100台 分の屋根つき駐輪場を確

保する。

新庁舎建設の

課題

1)土 地利用の課題
・特局」用途地区指定等に向けた検討

2)建 設費の検討
・庁舎建設基金 ・地力債活用の検討

3)PFIの 活用検討
。従来手法や, PFI等 を含めた事業手法の検討

4)行 政 ・文化拠点の課題
・本市の全体の中での拠点づくりの視点から庁舎建設を検討

基本計画素案 (H21.1.9)

2-3 新 庁舎の施設整備の考え汚

庁舎建設基本構想に掲げられてしヽる基本的な者え力や新庁舎の機能をもとに、

新庁舎における施設整備の検討を行う。

(1)市 民に開かれたわかりやすい庁舎

新庁舎は、行政の拠点としての役書」に加え、市民に広く開かれ、市民と行政

との協働を具現化した構成とする。
・庁舎を訪れる人の目的に応じて、便利でわかりやすしヽ施設配置や空間構成と

する。
・市民の自主的、自発的な取組みの推進の場として、市民協働、市民交流、市

民活動のスペースを設ける。また、多目的に利用できる牙―プンスペースと

しての市民ホールを設ける。
・情報公開機能の強化のため、情報コーナー等のスペースを設ける。
・様々な相談 ・手続き等に対応でき、できる限り用件ごとに居」の窓□に出向く

必要がなしヽようワンストップサービスの実現を図る。
・低層階は、窓□ (総合窓□)、 相談スペース、待含機能を充実し、窓□対応

が主となる執務部門を低層階に配置する。

‐14・



基本計画素案 (H21.1.9)

□ 具体的事項

低層階に配置する部署等
・ 総合政策部 協 働推進課
・ 総務部   税 務課 市 民課
・市民生活部 く らし安全課
・ 保健福祉部 福 祉課 こ ども課 高 齢介護課 保 健年金課 健 康づくり課

・ 会 言十:果
・教育部   学 校教育課 生 涯学習課
・ 市民ホール

※ 部 門構成については、層来の予沢」が困難であるため、現8き点での組織構成

をもとに想定 した。

■低層部の、上層部のに配置する部署の考え方

上層部劣 (3～ 4階 ):行政中枢機能や防災機能を担う郡署。
一般不」用の少なしヽ部署や、安全やプライバシーの面から閉鎖的な執務環境

が望まししヽ部署

低層部劣 (1～ 2階 ):市 民利用が多しヽ部署を集約的に配置。

(2)バ リアフリー ・ユニバーサルデザインの推進

新庁舎におしヽては、 「バリアフリー新法」及び 「埼玉県福祉のまちづくり条

例」等を遵守することはもとより、様々な人々の利用に配慮した 「ユニバーサ

ルデザイン」の推進を図る。

□ 具体的事項

① 駐車場
・車椅子使用者の駐車スペースの確保とその位置への配慮
・車椅子中スペースのサインのわかりやすさ

② 敷地内通路
・段差のない設計
・視覚障害者誘導通路、スロープ等に自転車等が置かれなしヽような配慮

‐15ロ



基本計画素案 (H21.1.9)

車椅子の動線と点字ブロックができるだけ干渉しなしヽような設計

閉庁時における動線の検討

建物出入□

わかりやすしヽ配置

自動扉に自動音声案内装置等の設置を検討

手助けが必要な場合の呼び出し機器の設置の検討

車椅子常設スペース、電動車椅子充電スペース等の設置の検討

建物内部全般

わかりやすしヽ案内板

多国語対応の表示

点字サインの設置

車椅子利用者同士が往来できるゆとりある廊下等の設計

エレベーター

車椅子利用者や視覚障害者対応の仕様

トイレ

牙ムツ替えや牙ス トメイ ト等にも対応した多目的 トイレの設置

衛生器具の位置等を案内する点字表示の設置

図 2,2.1.1国土交通省 バ リアフリー新法 建 築設計標準より

〈エントランス平面〉

! …
、 、 _ 、 、

1

1貫む恥ti上が要 寿 |すい

出
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基本計画素案 (H21.1.9)

(3)防 災拠点としての庁舎

災書時には庁舎内に災書対策本部を設置 し、災書情報の迅速な収集把握、救

援活動や復旧活動の的確な指令、関係機関との連絡調整などが行える防災拠

点 ・災書復興拠点としての機能を持つものとする。

□ 具体的事項

① 建築
・構造に関しては、防災拠点施設として十のな耐震性能を確保する
。窓ガラス等の災書時の破片等落下防止措置の検討
・室内の機器 ・備品が地震の振動により転径」あるしヽは機能停止しなしヽよう配慮

する

② 電気 ・機械 ・防災設備
・設備関連を一元管理する庁舎管理室等を設け防災機能の確保を図る
。消防法等に基づく財要設備の整備及び、災書時等を見据えた自家発電装置や

無停電電源装置等の設置の検討

③ スペースの確保
・緊急車両用スペースの確保
・災書時における飲料水等救援物資、上のう等災害対策物資の備蓄スペースの

検討
・災書対策の中枢機能と分離した場所に、各種支援活動を行う団俸、NPO等

への対応ができるスペース (広場)等 の確保
・緊急時に対応できる仮眠設備、スペース等の設置の検討

(4)効 率的で働きやすしヽ庁舎機能

事務執務に効率的な空間とし、層来の組織機構の変化にも柔軟に対応できる

働きやすしヽ環境とする。

□ 具体的事項

1)執 務 ・会議室

① 執務窒はオープンフロアを基本とし、業務の変化への対応や職員間のコミュ

ニケーションが図りやすしヽよう配慮する。

② 執務窒と廊下との間仕切りは、移動司能な□―カウンターを基本とし、ゆと

りある接客スペースを柔軟に確保する。

③ 執務室や、会議窒は移動司能な間仕切りなどを活用し、フレキシブルな空間

利用を図る。

④ 必要な収納スペース、書類保管庫等を適切に配置する。
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基本計画素案 (H21.1.9)

⑥ 会議室は、庁舎内に共用会議窒や打ち合わせスペースをバランスよく配置す

る。

⑥ lT化 の対応として、LAN等 の配線が容易なフリーアクセスフロアとする。

2)セ キュリティ

① 庁舎内のゾーニングを明確にすることで、市民に開放されたスペースを確保

する一カで、個人情報や行政情報の保護、夜間や休日等におけるセキュリテ

ィの確保を図る。

② 特に高しヽセキュリティが求められる室や範囲につしヽては、 lCカ ード等によ

る入出の管理を行う。

③ 防犯カメラ等の設置による、犯罪の抑止、業務時間外の警僑体制の補完を図

る。

3)福 利厚生施設の設置

① 職員のための休憩スペースをバランスよく配置し、すべての職位の利用に配

慮する。

② 職員の健康管理等の観点から、保健 ・相談 ・救護機能を設置する。

(5)市 民に開かれた議会機能

議会が市民の間接参加による政治を行う場であるため、その機能的独立性を

確保するとともに、市民が身近に感じられる場としての機能をも有したものと

する。

□ 具体的事項

① 議会部門は同一階に配置する。

② 市民に開かれた施設となるよう議場、事務周及び市民スペース等を適切

に配置する。

③ 議場や委員会室は、議会の利用がなしヽ日きは、他の利用のために提供でき

るようレイアウトや配置につしヽて検討する。

④ 議場及び億F意席は、市民が利用しやすいよう配慮するとともに、車椅子

対応ができるようにする。

⑥ 議員控窒は、会派の議員数に対応できるように移動司能な間仕切壁とす

る。

⑥ 各議員の議会活動に資するよう図書室等の整備を行う。

⑦ 議会中継が司能な放送設備を整備する。
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□

基本計画素案 (H21.1.9)

(6)グ リーン庁舎の推進

新庁舎における、建物のライフサイクルを通じた環境負荷低減に配慮し、環

境保全対策の模範となる 「グリーン庁舎」を目指すことが求められる。

具体的事項

(ア)自然を利用 ・自然と共生

自然光を採り入れ、照明用電力の肖」減に配慮する。

香や秋などの中間期には、自然の通風を心がけ、空調設備の負担軽減に配慮

する。

バルコニーの設置、落葉梅]やつる性の植物等によるグリーンカーテンによる

遮光や屋上緑化等により夏期の空調設備の負担軽減に配慮する。

太陽エネルギー (太陽光発電)の 有効利用を検討する。

雨水の有効利用 (トイレ洗浄水や散水)を 検討する。

構内舗装をできるだけ浸透性舗装とし、敷地内の雨水は敷地内で処理する。

(イ)環境にやさしい技術の活用

建物の内装材等は、エコマテリアルとしヽえる素材の活用に配慮する。

空調設備の負担軽減のため、遮熱複層ガラス等の使用を検討する。

外壁の外断熱を検討する。

照明等は省電力型機器を使用 し、センサー等による制御を行い、消費電力の

抑制に努める。

トイレには節水型機器を使用 し、市用水のrrD制を図る。

図 2.2.2国土交通省  「グリーン庁舎」イメージ図

ll
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基本計画素案 (H21.1.9)

(7)外 構の整備の力向性

①緑化の推進

都市部における緑の減少は、延焼等を防ぐ防災機能の低下や生活のうるおしヽ

の喪失をまねくばかりでなく、ヒー トアイラン ド現象等の原因となってしヽる。

北本市は緑豊かな環境を残 し、国の天然記念物に指定されてしヽる石戸蒲ザク

ラや桜の名所の城ヶ谷堤、高尾さくら公園などが広く市民に親 しまれてしヽる。

新庁舎周辺におしヽても、植梅]帯の形成を図るなどして緑イヒを推進 し、北本市

の庁舎としても、さわ ししヽ景観の形成を図る。

なお、埼玉県では 「S、るさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、緑化計画

届出制度が 2005年 (平成 17年 )10月 から施行されており、緑化面積が定

められてしヽる。

①対  象 !敷地面積 3,OOO席 以上

①緑化基準 :敷地面積×(1-建ぺしヽ率)×O.5

※敷地面積が 14,OOO甫 で建ぺしヽ率が 60%の 場合、

14,000× (1-O.6)×0.5=2,800席 以上の緑化が義務付けとなる。

高尾さ<ら 公園

①樹木による緑化 ② 芝その他地被植物による緑化

③芝生等による駐車場の緑化

④梅]木や地被植物を用いた緑化

⑤コケ類等による緑化 ⑥ つる値物による壁面緑化

‐20'
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基本計画素案 (H21.1.9)

グラスパーキング(磁車場の床の緑化)の実

証実験の例 (神戸市)

:兵庫県は産学協同で各種パターンの気温

低減効果 ・芝の生育状況 ・景観性 ・タイヤ

圧の影響等に関する実験を行ってしヽる。気

温低減効果 ・景観性への評価とも、緑化面

積 60%以 上のものが高い。

②市民広場

市民ホールと連携した様々な催し物等の開催や災書時等の対応司能なスペー

スとして市民広場の整備を図る。

(8)新 庁舎の長寿命化の実現

本市を取り巻く環境変化は今後一層進むものと考えられ、市民や市民団体と

行政との関係、行政組織の変動といつた内的要因だけでな<、 情報技術の進展

や層来に予想される合併など、数多くの変化要因が者えられる。

これらの変化の力向性をすべて予見することは困難であり、層来的な変化に

対応司能な柔軟性を備えた庁舎とする必要がある。

また、将来の市財政への影響にも配慮 し、庁舎の設計、施工、維持管理、運

営、将来の改1うなどを含めた費用をできるだけ抑待」し、後年度負担の軽減を図

るものとする。

異俸的事項

長期的な経済性を確保するため、施設の耐用性及び保全性を適切に確保する。

設備は、安全性、管理性、将来対応性、経済性を者慮 したものとする。

層来の技術革新や情報システム等の進展にも対応司能な構造とする。

大規模な修繕工事が最小限となるよう、建築 ・設備の更新や修繕が容易な庁

□
　
・

・

・
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基本計画素案 (H21.1.9)

舎とし、ライフサイクルコスト (建物の維持管理等に要する長期間にわたる

費用)の 低減を図るものとする。
・施設の用途や執務体系等の変更等に柔軟に対応できるよう、レイアウト等の

変更を者慮した平面計画とする。
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基本計画素案 (H21.1.9)

第3革  新 庁舎の規模の検討

3-1 規 模設定の前提条件

規模設定の前提条件を下表のとおり想定する。

(1)計 画人□

第四次北本市総合進行計画 (平成18年 3月 )よ り、層来人□を71,00

0人 (平成27年 目標値)と する。

(2)新 庁舎に配置する職員数

北本市定員適正化計画 (平成17年 7月 )で は、一般職員の総数を平成17

年から平成21年 度の5年 間で70名 肖」減していくことを目標としており、そ

の策定の者え力を基本に、現行の組織をふまえて算定した職員数308人 を新

庁舎に配置する職員数とする。

(3)議 員数

北本市議会の議員の定数を定める条例により、議員数を20人 とする。

(4)組 織

組織構成につしヽては、今後の法改正や地力劣権の進捗、規制改革の推進、合

併の可能性など、将来の予演」が困難であるため、現Bき点での組織構成をもとに

想定する。
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基本計画素案 (H21.1.9)

3-2 施 設規模

(1)庁 舎の全体規模

新本庁舎の規模は、想定人□、職員数、議員数及び公用車の数等に基づく

ことを基本とする。

「地力債事業費算定基準」により標準面積を試算すると8991.2百 となり、一

方、これを 「国土交通省新営庁舎面積算定基準」により試算すると9048.8席 と

なる。

□総務省自治財政周地力債通矢□「地方債取扱上の留意事項」の算定基準より

区 分 隅 婚 陣等
単位離

(日高D
聴 南 備 考

朝 室

一館 乃1!職 3人 20.0 4B5 =     270日0

音FJ震彰【軸 18人 9,0 4.5 =     72980

鞠 27 り( 5.0 4.5 =     607.5

繍 能 嗣 90人 2.0 4口5 =    810日 0

判 鵬 152人 1.0 4.5 =     684口0

製図者 18人 1.7 4.5 =     137.7

事務室 ′J言ヽ十 308人 3,238口2 a

倉庫 3,238口2 rri 0.13 =     421.0 上言己a x13%

鋪 義 欝 308人 7.0 =   2.156.0

附属面積 ′J言ヽキ 2,577.0 b

玄関、‖良「卜、1増桜等

交通部分
5,815.2 高 0。網 =   2,326口 1 c =上 記 (a■b) X 4 0 %

軒 6台 25口0 =     150.0 d

言鼻喜要寝覧営と議員定数 20人 35.0 〓     70080 e

討 8,991,2
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基本計画素案 (H21.1.9)

□国土交通省 新 営庁舎面積算定基準より

近年本庁舎を建設 した類似の団体を比較すると、職員数1人当たりの面積が 2

7甫 ～ 38甫 となってしヽる。さらに 『建築計画 ・設計シリーズ 庁舎施設』によ

ると、最近のデータでは、職員1人 当たりの床面積は25席 ～ 35席 程度であ

る。 (現状、本市の職員一人当たりの面積約 17.5席 )こ の数値により試算

すると7,700席 ～ 10,780甫 程度となる。

また、近年正規職員の減少に比例 して再任用職員、非常勤職員、臨時職員な

どの書」合も増えてしヽる状況にあり、全体で400人 近しヽ数となることから、この

ことを踏まえ、新本庁舎の規模は、8,500甫 程度とした計画とする。

区  分 職員数等 換算率
等

単位面積
(甫)

面積(甫) 備  考

事務室

三役特別職 3人 18.0 =     17812

部長次長級 18人 9.0 =     534.6

課長級 27 ノ ( 5,0 =     445.5

課長補佐係長級 90 ジ( 2.5 =     742.5

一般職員 152人 1.0 =     501.6

製図者 1 8人 =    101.0

事務室 J 計ヽ 308 人 2,503.4
a

職員等 1人当たり平均 :8 . 1甫/人

倉庫 2.503.4 面 0.13 =     325.4 上記 ax13%

会 議堅 等 155.0 308人/100人 *40百+準備室等30甫

電話交換室 68.0

庁務員室 23,2 4人と想定:4人米3.3+10

湯沸室 65.0 13.Or百*5F

受付等 192.5 165n百キ308ノ(/3

便所及び洗面所 108.2 032甫 *(職員数308人十議員定数30人 )

医務室 85.0

更衣室 184.8 06r百*308ジ(

売 店 26.2 0085「汗半308フ【

多目的室 700.0

市民ホール 700.0

附属面積 ′J 計ヽ 2,633.3 b

機械 室 831.0 冷暖房 (水槽、空調機械室等)

電気室 131.0

自家発電気室 29.0

設備関係面積 ′J 計ヽ 991.0

ム関 、ほ「卜、階桜 等

交通 部分
5,136.7甫 0.40 =    2,054.7 d=上 記 (a+b+c)X40%

車 庫 6台 25,0 =     150.0 o(総務省基準に沿って計上)

運転手詰所 16.5 3 3甫*3人+3. 3 * 2と想定

議事 営 議 昌貯数 ※ 20 ジ ( 35,0 =     700,0 f(総務省基準に沿つて計上)

計 9,048.8
a tt b tt c+d tt e ttf

職員等 1人当たり平均 i3 1 . 5甫/人

25



基本計画素案 (H21.1.9)

新庁舎の全体想定規模 8,500席 程度

なお、この数値をもとに、配置計画、事業費等の検討を行うものとするが、

庁舎全体の機能や規模、既存の庁舎の活用等につしヽても詳細に検討し、司能な

限り、庁舎規模や事業費の縮減を図るものとする。

補足として、既存の庁舎の活用にあたっては、駐車場の確保の観点、建物用

途の変更や補強等の必要性、地力債活用への影響なども者慮しなくてはならな

いことから、今後予定している基本設計等においてもヨ|き続き検討を行うもの

とする。

(2)駐 車場等の規模等の検討

1)駐 車場

① 現状の規模

現在の徹車台数は来庁者用駐車場146台 、公用車用駐車場57合 、その他

職員パーキングの利用30台 を併せて、233合 が庁舎の敷地内に確保されてしヽる。

平日の来庁者用駐車場は満車となることは少なしヽが、雨天時や、隣接してしヽ

る文化センター等における催事の際には、庁舎内の駐車場も利用され満車とな

る状況である。

計画条件

駐車場の種類としては、来庁者用、公用車用、議会用、職員パーキング用 (通

勤)、 サービス車用 (物流搬入等)等 を想定する。

隣接する文化センターの駐車スペースの不足に対応するため、共有の駐車場

整備を想定する。

文化センターとの一体的利用を者慮 し、文化センター倶」からも進入できる駐

車場形態とする。

職員パーキング用駐車場は、原貝」として別敷地とするが、やむなく配置する

場合につしヽては、文化センター等における催事の際に利用できるような配置

とする。

議会用駐車場につしヽては、来庁者用駐車場と共用する。

高齢者、l章書者への配慮として、駐車場から庁者出入□の動線につしヽては、

フラットで破車場からわかりやすしヽ位置が望まししヽ。また、庁舎出入□付近

②

・
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※

※

※

基本計画素案 (H21.1.9)

に身障者用駐車スペースを計画する。

③ 規模の検討

駐車台数は、庁舎の敷地拡張とともに、相当数が確保できたものと考えられ、

現状程度とするが、周辺道路の整備や埼玉県における緑化基準への対応、バリ

アフリーに対応した駐車場の配置等を者慮すると、約150台 程度しか確保でき

ないことが想定されるため。配置計画と併せ駐車場確保の検討を進めできるだ

け多くの駐車場の確保に努めるものとする。

1 身 障者スペースは、現状の4合 以上を確保する。

2 車 種局」:乗用車16台 、乗用兼貨物36台 、特殊車両2台 、その他 3台

3 職 員パーキング用は、原則別敷地に確保するものとし、来庁者の利用

を優先する。

2)駐 輪場

現状は、約120台 合のスペースであるが、温室効果ガス肖」減の観点等から、

今後自転車での来庁者が増加することも者えられる。層来予演」劣として、現在

の25%程 度の追カロを見込み、150台 程度駐輪可能なスペースを最低限確保する。

なお、雨天Bきの対策として、その半数程度の上部には屋根の設置を検討する。

□新庁者駐車場計画

来庁者用※ 1 公用車用※2 台数計

100台 程度 57台 150～ 160台 程度
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基本計画素案 (H21.1.9)

第4章  配 置計画等の検討

4-1 土 地利用計画の検討

(1)敷 地周辺の現況

当該敷地周辺の土地利用状況は、北倶」に隣接する文化センター、さらにその

北倶」には北本中学校があり、公共 ・公益ゾーンを形成してしヽる。また、周囲に

は、低層住宅が広がってしヽる。

用途地域の指定状況につしヽては、本田1丁 目の内、西中央通線の沿道を除しヽ

て、第二種中高層住居専用地域 (建ぺしヽ率 60%、 容積率 200%)に 指

定されてしヽる。

また、北本中学校及び文化センター周辺につしヽては、片倶」歩道が整備されて

いるが、庁舎の周辺につしヽては歩道の整備がされてしヽなしヽ状況である。

図 1.2,1.2現 庁含周辺 都 市計画図

市庁舎

■
・■
ヽ
．
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基本計画素案 (H21.1.9)

(2)道 路整備の方針

新庁舎が文化センター等と連携した 「行政 ・文化拠点」となるように、アプ

□―チの改善、歩道の連続性の確保などの観点から、道路の拡幅ともに歩道の

整備を検討する。

なお、拡幅につしヽては、庁舎敷地内への一カ後退とし、幅員を次のように設

定する。

○ 】ヒ倶」道路 (市道6362暑 線) 幅 員1 4rn(両倶」歩道の整備)

○ 東倶」道路 (市道6363暑 線)幅 員1 l rn程度 (庁者倶」に片側歩道の整備)

※ 既 存庁舎の活用の検討から、拡幅幅は今後確定する。

○ 西倶」道路 (市道6361暑 線) 幅 員6～ 9 rn(車道及び庁者倶」に片倶」歩道の

整備)

○ 南倶」道路 (市道6360暑 線) 幅 員9.5rn(庁者側に片倶」歩道の整備)

※ 今 後の特居」用途地区の指定等に関連した国等との協議により、幅員や計画

の変更もありえる。

圏
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基本計画素案 (H21.1.9)

4-2 配 置計画の検討

新庁者の建設にあたっては、その建設場所が現在使用中の敷地であることか

ら、通常の建物配置計画にカロえて、既存建物との取り合しヽにつしヽても配慮する

ことが重要になる。

(1)配 置計画の基本条件

日常の庁者運営 ・建設時における市民利用の配慮など下記の点を考慮し、灰

計画の検討を行う。

① 現庁舎の日常運営のため、既存機械室の取り壊しを避けることとするが、移

転 ・仮設等の検討も行しヽ敷地の有効利用を図る。

② 議事堂等議会関係 ・執行郡幹部関係は、仮庁舎運営を避けることとするが、

工区劣け (議会部合の先行)や 仮設による運営などにつしヽても検討を行う。

③ 市民利用への配慮 ・建設コストの軽減を図るため、仮設庁舎の規模を最小限

とする。また、必要に応じて工区劣けなども検討する。

④ 近隣に対しての圧迫感を軽減する。

⑤ 庁舎敷地周辺には、外周部のに道路、歩道を設置する。(既存の敷地倶」ヘー

方後退とする。)

⑥ 文化センターとの一体的な敷地利用 (市民広場 ・防災広場)が 司能となるよ

う配慮する。

⑦ 庁舎周辺の交通情報を配慮するとともに、文化センターとの一体的な利用が

司能な駐車場とする。

③ 敷地周辺の住環境を良好に保つために、最小限の国影 (実日影)に 抑える。

‐30‐



基本計画素案 (H21.1.9)

(2)配 置計画案の検討

基本条件を元に、A～ Cの 配置計画案の作成を行しヽ比較検討する。

□ 想定事項

日31‐

建 物 敷地の確保の観点や、想定規模 (上限値)か ら建物概要を想

定する。
・建物階層 4階 程度
・建築面積 2,200甫 ～2,500席

仮設庁舎 先行 して解俸する建物と同程度の規模とする。

A案 庁舎敷地の中央に配置を想定 し、周囲の住環境への配慮を

図る。

現在の第 1庁 舎の位置を基本とした建設位置を想定。

B案 庁者をやや北倶」に配置 し、南倶」に駐車場や広場を大きく確

保することを想定する。

現在の第 2庁 舎の位置を基本とした建設位置を想定。

C案 仮設庁舎の設置を極力少なくするものとして想定する。

第 1庁 舎 1階 部分のみの解俸を基本とした建設計画とす

る。
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基本計画素案 (H21.1.9)

(3)配 置計画素案

これまでの検討から、配置条件の基本力針に最も沿つているのはC案 、次い

でA案 としヽうように者えられる。

このことから、C案 及びA案 をたたき台として検討を進めるが、今後の基本

設計におしヽて、業者からの提案や市民や職員の意見などを取り入れながら、事

業費の検討、仮設庁舎の規模等も併せて詳細の検討を行うものとする。

4-3 平 面計画の検討

平面計画の検討については、 「第2章 2-3 新 庁舎の施設整備の者え力」

に基づき行うものとする。

なお、具体的な平面計画につしヽては、今後の基本設計において、業者からの

提案や市民や職員の意見を取り入れながら詳細な検討を行うものとする。
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基本計画素案 (H21,1.9)

4-4 仮 設庁舎の検討

新庁舎建設にあたり、工事費、工事期間、市民サービスを踏まえ、一部を仮

設建物とした庁舎運営を行う必要がある。配置条件で示した内容をもとに、仮

設庁舎移転の基本的な考え力を以下に示す。

① 既存庁舎による運営及び庁舎レイアウトを十劣考慮し、解体する庁舎は最小

限度とする。

② 仮設庁舎は、簡易的な構造を基本とし、解俸前の規模と同規模とする。

③ 駐車場は、収容台数が減少するため、仮設庁舎の位置も配慮し、司能な限り

駐車スペースを確保する。

④ 新庁舎建設工事中は、既存庁舎との間に仮囲いを設置し明快なゾーニングを

する。

⑥ 来庁者動線は、敷地北側に確保し、工事車両動線と明確に合け安全性に配慮

する。

なお、具俸的な移転計画につしヽては、今後の基本設計におしヽて、庁舎のレイ

アウト等とともに、業者からの提案を受けながら詳細な検討を行うものとする。

じ
副

庁舎建設位置



基本計画素案 (H21.1.9)

第5章  事 業費及び財源の検討

新庁舎を建設するにあたって必要となる費用とその財源につしヽて、以下のように想定

する。

なお、これらの想定につしヽては、庁舎規模や必要機能の付加などにより変更もありえ、

今後の基本設計などにおしヽてより詳絡日を詰めることとする。

5-イ  建 設 費 用

(1)建 設費用に関する基本的者えカ

庁舎を建設する際には、今後の時代潮流をも、まえた機能を導入する必要があるが、一

カで、健全な財政運営の観点から、新庁舎の建設が将来の市財政に及ぼす影響を吸収司

能であること、層来の市民にとってできるだけ負担を残さなしヽことにも十のな配慮が必

要である。

こうした点をls~、まえ、新庁含の建設にあたっては、当初の建設費用だけでなく、長期

にわたる維持管理 ・運営費用も織り込んだ経済性、費用対効果にも十の配慮した計画と

すべきである。

(2)費 用想定

新庁舎の建設に要する費用については、下表のとおり本体工事費約241意円、

総事業費約 31億 5千 万円と想定する。

この費用は、新営予算単価 (国土交通省大臣宮庁宮房営繕部)や 、他市の新

庁舎建設費事例をもとに検討した建設単価により、モデルケースをもとに算定

を行つたものであり、今後詳細を詰める中で司能な限り事業費の縮減を図るも

のとします。

単位:千円

項 目 金 額

設計管理、事前調査 15① ,① O①

本体工事費 2,4① O,O① 0

(席単価) (282.5)

解体撤去、仮設庁舎 320,000

外構等 13① ,① 00

グリーン庁舎 150,000

合 計 3, 15① ,O① 0

(甫単価) (371)
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基本計画素案 (H21.1.9)

【参考】

近年建築または、建築予定の庁舎における平均単価

総 事 業 費 437,540円 (313,725円 ～523,349円 )7市 平均

庁舎建設費 368,371円 (276,200円 ～452,963円 )10市 平均

5-2 財 源

前頂で示した庁舎建設費用につしヽて、財源ごとの調達金額を下表のとおり想

定する。

本市では、昭禾□59年 より庁舎建設基金の積み立てを行つており、平成19年

度末残高は約2,526,800千円となつてしヽる。

また、市債につしヽては、職員数から導かれる庁舎面積による算定基準があり、

この基準により現在の想定で約10億円までの起債が司能となる。

なお、市財政への影響に配慮し、一般財源の持ち出しを可能な限り抑制する

とともに、層来の負担額ができるだけ抑えられるよう起債の額や資金調達力法

に配慮するものとする。

※1 庁 舎建設基金につしヽては、平成 17年 度に3億 円を一般会計へ繰り入れを実施し

ている。

※2 地 方債の活用につしヽては、上限が約10億 程度となつてしヽることから、今後の計

画とあわせ、庁舎建設基金や一般財源等との調整を行しヽながら確定するものとす

る。

◎ 財源内訳想定

項 目 金額 (千円)

庁舎建設基金※1 約2,526,800

地万債 (一般単独事業)※ 約623,200

合計 約3, 15① ,O① 0
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基本計画素案 (H21.1.9)

5-3 維 持管理費等の検討

新庁舎の建設による庁舎規模の拡大による光熱推曇費の増、エレベーターの

設置による保守管理、長寿命化を配慮した定期的な点検やメンテナンスを想定

し維持管理費の検討を行う。

なお、現Bき点では維持管理費の詳細な内訳の算出は困難であるため、 「建築

施工単価 (2008年 夏号)」 及び他市町事例等を参者とし試算を行った。

上記により、現状から約6,368干円～35,090千円の増額が見込まれる。

なお、定期的な点検やメンテナンスの適時実施による上乗せにより、7千円/

席～9干円/席 程度を見込む財要があるとのデータもあり、現時点におしヽて詳孫日

な想定は難ししヽ。

また、他の事例では、庁舎面積を2.251きと拡大してしヽるが、太陽光発電や雨

水貯留施設の利用により光熱水費の肖」減を計り、維持管理費等は1.361吉の増に

抑え、甫単価は前年度の6書」程度と約4割の肖」減に成功している事炉」もあり、今

後もヨ|き続き、調査 ・研究を進めるものとする。

◎想定単価

建築施工単価

3,000甫 以上の建物481施 設による

調査

維持管理費 2,265円 /席

光 烈 水 費 2,556円 /席

計     4,821円 /百

他市町事例 維持管理及び光熱水費

約6,000円 ～約8,200円 /席

現状  (平 成19年 度実績)

維持管理費   18,254,711円

光 熱 水 費   16,355,203円

言+         34,609,914円

維持管理費 3,380円 /席

光 熱 水 費 3028円 /席

計     6,408円 /甫

◎想定維持管理費等 (庁舎規模8,500席 にて算定)

建築施工単価より 維持管理費 19,252,500円

光 熱 水 費 21,726,000円

言+      40,978,500円

他事例より 計

約51,000,000円 ～69,700,000円

現】犬から 維持管理費 28,730,000円

光 熟 水 費 25,738,000円

言+       54,468,000円
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基本計画素案 (H21.1.9)

第 6章  市 民意見の反映

市民説明会等で得られた意見のとりまとめを行しヽ、計画内において具体的な

検討を行う。

なお、今後予定される基本設計におしヽても、ヨ|き続き広く市民からの意見を

しヽただくとともに、矢□識経験者、専門家などの意見、先進事例の調査 ・研究等

を実施し、それらの情報の提供を行い、市民との協働により市民から親しまれ

る庁舎としての計画を進めるものとする。

6-1 複 含施設の検討

ライフスタイルや、就業形態の変化、急速に進む少子高齢化への対応、市民

参加の機会の倉」出、地域社会における交流 ・コミュニティ活動の拠点、行政 ・

文化拠点としての機能の発揮などから、複含化についての検討を行う。

なお、複合化にあたっては、極力、庁舎の規模 ・事業費等が拡大しなしヽよう

にするとともに、補助金や事業債の活用も視野にしヽれ、将来的な財政負担が生

じなしヽよう配慮するものとする。

ロヨ|き続き検討を行う項目

① 子育て世代の交流や社会活動の支援の観点から、子育て支援センターの設置

につしヽて検討を行う。

② 子育て世代のみならす、幅広しヽ世代の交流の観点から、交流スペースの設置

の検討を行う。

③ 地域活性化、交流施設として地域住民、市民団体、NPO法 人の活動スペー

スの確保の検討を行う。

④ 子どもたちの健全育成を図り、安1断して学習 ・交流するための施設としての

児童館の設置の検討を行う。

大まかな意見としての合類

こどもの安全や保育の質を者え、庁舎と保育所は副とする。

2 厳 ししヽ財政状況の中で、昨今の経済状況を考え、可能な限り庁舎建設基金

約25億 円の範囲内で建設を行う。

3 庁舎規模につしヽて、10,OOO甫は大きすぎるのではなしヽか。吹き抜けなど

は設けす、華美にはせすに最小限度のものとして建設する。
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6-2 事 業 費縮 減 の検 討

事業費の縮減については、必要最低限の機能の確保、現庁舎の有効活用、先

行事例の調査 ・研究、設計や施工における業者の選定や発注力法の選択など、

多角的に検討行う。

□ 事業費縮減における検討項目

(1)建 設規模の縮小

(2)事 業手法の検討による縮減

(3)工 法、構造等による縮減

(4)そ の他

(1)建 設規模の縮小

建設規模の縮小につしヽては、既存の庁舎の活用により新設する庁舎の規模を

縮小する力法が考えられる。この検討にあたっては、ワンス トップサービスの

者え力、駐車場の確保などからも多角的に検討が必要となる。

なお、この項目につしヽては、設計者の選定にあたり、設計委託候補者より提

案として求め、基本設計の中で詳細を検討するものとする。

□ 想定される項目
・既存の庁舎 (第3,4庁 舎)活 用 した新庁舎規模の縮小

・執務室や会議室の共用や、レイアウ トの工夫による執務スペースの縮小

。その他

(2)事 業手法の検討による検討

庁舎建設の事業手法として、従来の代表的な事業手法である従来手法 (公共

直営力式)の 他に、民間の資金や技術、ノウハウを活用する手法として PFI

方式、リースカ拭による事業手法が採用されてしヽる事例があることから、これ

らの比較による事業費の縮減の検討を行う。

① 事 業手法選定の基本的者えカ

選択すべき事業手法につしヽては、以下に示すような点からみて適格性を備え

てしヽること、それらを総合的に勘案して最適な力式を採用することが求められ

る。合わせて、市民に対しても透明性、公開性、客観性を備え、市民意向が的

確に反映できる手法が望まししヽ。
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・ 庁舎の施設としての特性
・ ライフサイクルコス トの肖」減
・資金調達と市財政への影響
・建設スケジュール

② 事 業手法の選択

前項の基本的者え力を視点に、庁舎建設の代表的な事業手法である従来力式

(公共直営力式)と PFI力 式、リース万式の3つ を対象に比較検討する。

項 目 従来汚式 PFI力 式 リース万式

概要 市が施設の設計、建

設、及び維持管理 ・

運営の各業務をそ

れぞれ委託 ・請負契

約として局」展の民

間事業者に発注す

る。

民間事業者がPF

I法に基づき、全業

務を一括して、長期

契約として行う。

(市は基本計画策

定、事業監視を行

う。)

民間事業者が資金

言周

達 ・設計 ・建設を行

った施設を市に長

期リースし、投下資

金回収後、市に施設

所有権を移転する。

土地所有者 市 市 (設計及び建設中

は民間へ貸付)

市 (設計、建設及び

リース期間中は民

間へ貸付)

建物所有者 市 施設完成後 :市

(建設中 :民間)

リース期間中 :民間

リース期間終了

後 :市

実施主体 設 計 市 民間 民間

実施主体 建 設 市 民間 民間

整備資金の調達 市 (基金、一般財源、

起債)

市 (基金) 民間 市 (基金)、 民間

維持管理 市 基本的には民間 市叉は民間

発注方法 仕様発注 (市が構造

などの詳絡日な仕様

書を提示)

性能発注 (民間が契

約を自己責任で解

釈し実施)

使用発注または1生

能発注

発注形態 一括 (設計)、 命離

(建設)

一括発注 (設計、施

工、)

一括発注 (設計、施

工)

発注力式 仕様発注 (構造、材

料などの詳絡日な仕

様書を市が作成し

性能発注 (市が基本

的な性能要件を提

示し、民間事業者は

性能発注 (市が基本

的な性能要件を提

示し、民間事業者は
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発注する。 それを満たす設計

をし、施工する。使

用する資材や技術、

工法を自由に提案

できる)

それを満たす設言十

をし、施工する。使

用する資材や技術、

工法を自由に提案

できる)

コス トの肖蹴 可能

性

イ壇畳しヽ 高しヽ (民間ベースに

よる効率設計 ・施

工、VE、 一体管理、

運営による全体コ

ス トの縮減)

高しヽ (民間ベースに

よる効率設計 ・施

工、VE、 一体管理

による全体コス ト

の縮減)

支出の平準化 事業費全額を竣工

に支払うため、日書短

期間での支払しヽが

必要

年度ごとの予算の

低減と平準化が可

台旨

年度ごとの予算の

低減と平準化が司

倉旨

支払禾」患 ′」ヽさしヽ 大きしヽ (民間資金は

市場金禾」によるた

め、公債と比較して

高金利となる)

大きしヽ (民間資金は

市場金禾」によるた

め、公債と比較して

高金利となる)

維持管理 原貝」、市の合離 ・劣

書」発注による単年

度契約

市叉は民間の長期

契約(事業期間終了

後は市負担)

市又は民間の長期

契約(リース終了後

は市負担)

事業のスピード 遅しヽ (従来手法遵) 遅しヽ (PFI法 によ

る手順、手続きのフ

□―遵守)

比較的早しヽ (手続き

の効率化、契約手法

の柔軟性)

地元企業の参入 容易 (分離分害」発注

によ り参入 しやす

くなる)

やや困難 (国の基本

万針の趣旨より)

やや困難 (」∨構成

員 と しての参入は

司能)

総論 長年採用 してきた

力式であり、手続き

的な負担も軽く安

lb感がある。の離発

注力式によるため

地元企業の参入は

容易である。

仕様に基づく発注

であるため大幅な

手順 ・手続が厳格で

B書間を要するため、

緊急性の高い事業

には不向きである。

また、他に

はない導入司能性

調査及びア ドバイ

ザー費用が発生し、

長期の事前準備期

リース期間中は、リ

ース業者が所有者

となるため、施設の

安定的使用にはリ

ース業者の財

務力の影響を受け

る。

質的向上や財政負

担の低減が図れる
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以上の比較により、安定感や地元企業の参カロ機会の確保の面からは、従来手

法が有利であると者えられる。また、財政負担の平準化や性能発注などによる

コストの肖」減については、PFI力 式及びリースカ式が挙げられるが、手続き

や中間コストが発生しないリース方式のほうが有利と者えられる。

これらのことから、今後の検討に当たっては、従来力式及びリースカ式の2

つの手法につしヽて検討を進め、市の財政状況や庁舎建設基金のあり万等を踏ま

え手法の決定を行うものとする。

③ 工法、構造等による縮減

工法や構造等による事業費の縮減については、 「第2章  2-3 新 庁舎の

施設整備の考え力」や 「第4章  4-2 配 置計画の検討」などを踏まえ、防災

拠点としてとしての機能や、仮設庁舎規模の縮小などの要件を満たしつつ、事

業費肖」減の可能性を検討する。

これらの事項につしヽては、ヨ|き続き調査 ・研究を進めるとともに、提案等を

幅広く求め、基本設計の中で詳細を検討するものとする。

質の向上や財政負

担の低減は見込み

にくく、事業期間も

長くなりがちであ

る。

間が財要とされる。

実績としても、市町

村レベルでの採用

は殆どなしヽ。

とともに、手続きな

どの負担も比較的

軽く、工期も短しヽ。
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第7章  今 後の検討に向けて

7-1 今 後のスケジュール

新庁舎の建設につしヽては、市制40周年である平成23年度の著工を想定する

ものとする。

今後は、本基本計画を基づき、市民ワークショップ、懇談会等の実施を行い、

市民や職員の意見を間きながら基本設計をまとめるものとする。

ロ スケジュール案

平成 19～ 20年 度

庁舎建設基本計画策定

・市民合意形成
・事業手法の確定

平成21年 度

庁舎建設設計

・市民ワニクショップ、懇談会等による意見聴取
・プロポーザル方式による設計者選定
・用地演」曇、地質調査等の実施
・特別用途地区指定手続き

平成22年 度

庁舎建設実施設計

塁

・建築確言忍申請等各種手続き

平成23～ 24年 度

新庁舎建設 ・閑庁

・事業者選者
・建物本体工事及び、外構、外周道路整備

※採用する構造 ・工法などにより変更になる場合がある。
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7-2 今 後の課題、検討事項

これまで新庁舎建設の基本的な考え力をはじめ、備えるべき姿や、規模 ・構

成、建設費用と財源、実現力策等について述べてきたが、今後もヨ|き続き、こ

の基本計画の方向性に沿つてさらに検討を掘り下げ、市民にとって納得度、満

足度の高しヽ庁舎の実現を図る財要がある。

(1)市 民との協働による推進

これまでにも、市民説明会等により庁舎建設に関して多くの意見をしヽただしヽ

てきたが、今後もヨ|き続き情報提供を行っていくとともに、今後予定される基

本設計におしヽても市民の意見を取り入れながら進めてしヽく必要がある。

基本設計におしヽては、配置計画や平面計画がより具体的なものとなることか

ら、市民を含めたワークショップや懇談会等を開催し、利用者としての意見を

間き、その実現の司能性につしヽても検討を行うものとする。

(2)周 辺地区へのまちづくリヘの影響への配慮

庁舎の建設にあたり、用途地域の課題解消のため特局」用途地区の指定を行う

予定であるが、それらによる周辺地区への影響や自動車、歩行者のアプローチ

などにも配慮する必要がある。

当該地区が、行政 ・文化拠点として市役所、文化センターを中心とした市民

の交流の核として機能するよう周辺地域と一体となつたまちづくりを進めるも

のとする。

(3)発 注手法の検討

新庁舎の設計、施工、維持管理 ・運営の各段階におしヽて採用すべき発注力法

につしヽては、選定過程の透明性、客観性、公開性を確保することを重視 し、合

わせて、提案内容をはじめ応募者の資質や能力も含めて審査できるなど、総合

的な視点から決定する財要がある。
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庁舎建設基本計画策定に関して (H20年 12月 )(案 )

1 庁 舎建設の考え方

庁舎建設については、これまでの検討の経緯から以下の点を踏まえ、庁舎の建替えを

前提とした検討を行う。

なお、次項で述べる財政状況や、合併等などについても配慮し多角的に検討を行い、

将来を見据えながら現時点における最良の方法を選択するものとする。

1)庁 舎の耐震性能の確保、防災拠点施設としての機能の整備

2)事 務スペースの狭隣化の解消、バリアフリー対応等による市民サービスの向上

3)雨 漏りや老朽化に伴う各種設備の更新、衛生面の解消

4)市 民との「協働」の実現のため市民活動の拠点機能の整備

5)そ の他、市民意見を極力反映した事項

①検討の経緯

庁舎建設については、平成 4年 度から検討が進められ、これまでにも 「庁舎

を建設する」 とい う考えが示 されてきたが、庁舎以外の行政課題や、財政状況

などから、先延ばしにされてきた状況がある。

平成 18年 度には、現下の庁舎の状況や課題を考え、建設すべき時期にある

と認識 しているとのことから、庁舎建設委員会に庁舎建設基本計画の再見直 し

について諮問を実施 し、庁舎建設基本構想 として答申を受け、具体化する基本

計画を策定 し、早期に建設に取組むことの提言がなされた。

また、併せて議会の庁舎建設特別委員会においても、委員全員の賛成により

委員長報告がなされ、可及的速やかに建設するとされた。

このことから、庁舎建設基本計画の策定に向けた検討を実施 してお り、その

中で市民意見の聴取を実施 している。

①建て替えの必要性

庁舎の耐震性の問題については、平成 12年 度に庁舎建物診断を実施 し、第 1

庁舎、第 2庁 舎について、震度 6以 上の地震により倒壊または崩壊する危険性

があるとい う結果が報告 され、耐震補強工事についても検討が行われている。
一方で庁舎の老朽化については、第 1、 第 2庁 舎の劣化が著 しく、全面改修

が必要であることや、機械設備、電気設備は経年劣化が進行 し、安全性、効率
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性の面からも機器の更新や設備の全面改修の必要性が指摘 されていると

さらに、耐震性、老朽化の問題だけでなく、行政サー ビスを提供する場 とし

てのスペースの狭隆さや、庁舎が分散 していることで来庁の方々にご不便を強

いていること、バ リアフリーヘの対応、空調室の建材にアスベス トが使用 され

てお り、飛散防止のみならず除去の必要があること等の対応 も必要 とされてい

る。

これ らの問題を解決するには、現在の庁舎を改修 して使用するのではなく、

新庁舎を建設することが必要であるとい う認識に立ってお り、現在までに検討

が進められている。

① 本市の財政状況 【平成 21年 度予算編成方針より】

本市の財政は、今後、景気の低迷や国の歳出 ・歳入一
体改革の影響により、

歳入の伸びが期待できない中で、少子高齢化社会を背景 とした社会保障関係経

費や老朽化 した公共施設の維持管理経費などの歳出の増加が見込まれることか

ら大幅な財源不足が生 じる状況にある。また、今 日の原油 ・原材料等の価格変

動が産業活動や市民活動に大きな影響を及ぼしてお り、歳入の根幹をなす市税

収入については多くを期待できない状況にある。

さらに、地方交付税は大幅に減少 し、国の歳出 ・歳入一体改革への取 り組み

により、財政運営にあたつては依然 として厳 しい状況が続 くものと見込まれる。
一方、歳出では、義務的経費の うち児童扶養手当をはじめとする扶助費につ

いては引き続き増加傾向にあるが、総額については、近年の厳 しい財政状況を

反映 し、年々減少 している。

平成 19年 度普通会計決算における経常収支比率は 92.5%で 、前年度 との

比較では 3.6ポ イン ト上昇 してお り、依然 として財政の硬直化が進行 してい

る状況にある。

平成 21年 度においては、市税収入の伸びが見込めない中、総務省の平成 21

2 市 の財政状況 と庁舎建設について

今後も、市の財政状況は厳しい状態が続くものと想定され、庁舎建設による負担は可

能な限り抑える必要があり、庁舎建設時のみならず、ランエングコストの面からも検討を

進め、最小の予算で最大の効果が発揮できるよう配慮する。

庁舎建設基金のあり方を整理し、年度予算の低減と平準化なども念頭に置き、庁舎以

外の各事業も含め、緊急性、必要性、優先度、将来の財政状況等を踏まえた検討を進め

ることとする。
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年度予算概算要求において、地方交付税は前年比 3.9%減 とされてお り、今後国

の予算編成過程においてさらなる減少 も見込まれることか ら、財政運営にあた

つては、引き続き厳 しい状況が続 くものと予想 される。

○庁舎建設における財源確保について

庁舎建設計画の検討にあたつては、財政の硬直化が進行 している現状を認識

した うえで、事業費や、経常的経費のなお一
層の縮減を図るとともに、市が行

う各種事業 と併せ、緊急性、必要性、優先度、将来にわたる負担等の観点から

徹底 した見直 し等を行い、庁舎建設基金のあ り方を踏まえ、地方債の活用など

を踏まえた検討を行い、限られた財源の効果的な活用に努めるものとする。

3 合 併 と庁舎の考えについて

現時点においては、「合併を必ず行う。」「いつまでに行う。」という状況には至っていな
い 。

しかしながら、将来においては、合併は必要であるとの考えから、それを見据えた庁舎

とする必要があり、庁舎建設の計画にあたっては以下の点に配慮し検討を行うものとす

る。

1)将 来の合併にも、柔軟に対応できるよう、用途変更や増築等の対応ができるよう

な配慮を行う。

2)議 会棟など、使用 目的が限られているものについては、他市町村の事例等を研

究し、多目的な利用ができるものとする。

3)合 併後においても、北本市の区域における災害応急対策活動に必要な施設とな

ることから、それらの機能が発揮できる施設とする。

○合併について

先にも述べたように、本市における財政運営にあたつては、引き続き厳 しい

状況が続 くものと予想 されてお り、このような状況の中でも、権限の移譲や市

民ニーズの多様化などによる政策課題はますます増加 していくものと考えられ、

それ ら諸問題に的確に対応 していく必要がある。

これまでにも、合併に向けた取組みは行われてきたが、現在において合併は

なされてお らず、また、その協議についても現在行われていない。

最大の行政改革 といわれる市町村合併については、行政基盤を強化 し能力 と
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権限を発揮 していく自治体 となるためには有効な手段であるとされてお り、埼

玉県においても市町村合併推進構想の中で上尾市、伊奈町、桶川市、北本市、

鴻巣市の4市 1町 の枠組みが示 されているところである。

また、広域的行政 としては、桶川市、北本市、鴻巣市による県央都市づ くり

協議会があり、平成 21年 にはこれに上尾市と伊奈町を加え4市 1町 を範囲とし

たまちづ くり協議会 (仮称)の 立ち上げを進めるよう働きかけを行つている。

まずは、この協議会の中で信頼関係を結びながら、情報交換や広域行政のあ り

方等についての検討を進めていき、将来的には合併も含めた検討 も必要である

と考えている。

いずれにしても、現時点においては、明確に合併を行 うとはいえない状況で

あることか ら、将来的には合併を見据えなが らも、当面は行政改革を進め、行

政基盤を強化 していくこととして取組むこととし、庁舎建設については、合併

を行つた他市町村の事例の研究を行い、将来的な対応ができるものとしての計

画を進めることとする。

また、合併に対する市民意識の向上や、議会の働きかけがあつた場合には、

的確に対応 していく必要があ り、市民の意向を十分把握 した上で取 り組んでい

くものとする。
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合併後の庁舎の利用状況について

調査内容及び回答 対象12市町

問１ 合併後の本庁舎について

１） 合併後の本庁舎の位置について

２） 本庁舎施設について（いずれかに○）

・新設した ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・旧庁舎を利用している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・旧庁舎を増築して利用している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・その他（ ）

問２ 合併後、本庁舎とならなかった旧庁舎について（いずれかに○）

０件

１２件

１１件

平成21年1月

合併後の庁舎の利用状況について 問２ 合併後、本庁舎とならなかった旧庁舎について（いずれかに○）

・ 支所・出張所として利用している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 用途を変更して利用している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ その他（ ）

問３ 支所・出張所となった庁舎について

１） 議場について （いずれかに○）

・ 用途を変更して利用している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 用途の変更を予定している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 利用していない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２） 防災拠点について（該当するものに○）

・ 防災拠点として利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 避難所として利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ その他（ ）

８件

１件

１０件



市町村市町村市町村市町村 合併市町村名合併市町村名合併市町村名合併市町村名 合併年月日合併年月日合併年月日合併年月日 担当課担当課担当課担当課
問１問１問１問１　合併後の本庁舎の
位置・施設について

問２問２問２問２　合併後、本庁舎と
ならなかった旧庁舎につ
いて

問３ １）問３ １）問３ １）問３ １）　支所・出張所と
なった庁舎の議場につい
て

問３　２）　問３　２）　問３　２）　問３　２）　支所・出張所と
なった庁舎の防災拠点に
ついて

1 ときがわ町都幾川村・玉川村 平成18年2月1日 総務課 旧庁舎を利用
旧玉川村…本庁舎
旧都幾川村…第二庁舎

旧玉川村は用途を変更
して利用　（会議室）

旧玉川村…防災拠点と
して利用
旧都幾川村…防災拠点
として利用していない

2 秩父市
秩父市・吉田
町・大滝村・荒
川村

平成17年4月1日 管財課
秩父市
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

用途を変更して利用
(会議室）

防災拠点として利用

3 行田市 行田市・南河原村 平成18年1月1日 財政課
行田市
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

利用していない 防災拠点としていない

4 本庄市 本庄市・児玉町 平成18年1月10日 財政課
本庄市
旧庁舎を利用

支所として利用 利用していない 防災拠点として利用

5 ふじみ野市
上福岡市・大井

町
平成17年10月1日 管財課

上福岡市
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

用途を変更して利用
（書庫）

避難所として利用

6 鴻巣市
鴻巣市・吹上
町・川里町

平成17年10月1日 経営政策課
鴻巣市
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

用途を変更して利用
（書庫）

防災拠点として利用

7 春日部市 春日部市・庄和町　　平成17年10月1日 管財課
春日部市
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

用途の変更を予定
（児童館）

防災拠点として利用

8 神川町 神川町・神泉村 平成18年1月1日 総務課
神川町
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

用途を変更して利用
（会議室）

防災拠点として利用

9 小鹿野町 小鹿野町・両神村
平成17年10月1

日
総務課

分庁舎方式のため、小
鹿野町・両神村とも利
用

旧両神村は用途を変更
して利用　（倉庫）

防災拠点として利用

10 熊谷市
熊谷市・大里
町・妻沼町・江
南町

平成17年10月1
日（熊谷市、大
里町、妻沼町)
平成19年2月13
日（江南町）

庶務課
熊谷市
旧庁舎を利用

大里、妻沼、江南は分
庁舎（支所も含む）

妻沼分庁舎、多目的
ホールとして、利用
大里・江南分庁舎は利
用していない

防災拠点として利用

11 深谷市
深谷市・岡部
町・川本町・花
園町

平成18年1月1日 危機管理課
深谷市
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

利用していない 防災拠点として利用

12 飯能市 飯能市・名栗村 平成17年1月1日 財政課
飯能市
旧庁舎を利用

支所・出張所として利
用

用途を変更して利用
（倉庫）

避難所として利用



市町村市町村市町村市町村 問４　問４　問４　問４　合併後の庁舎の扱いについて、苦慮している点や、注意すべき点

1 ときがわ町
他の合併団体とは異なるような庁舎の使用方法になっているため、住民の方の不便さというよりも、内部的にも非効率な点もあるように感じま
す。（全庁的な会議の開催、町長・副町長の決裁・報告等）

2 秩父市
秩父市は合併してから4年経過しようとしているところですが、本庁舎については、年々と職員が増加しているため、事務スペース確保に苦慮し
ている。また、各支所の空スペースの利用方法についても注意が必要だとおもわれます。

3 行田市
旧村での庁舎は中心的な行政機能があり、合併と同時に機能がなくなったら即廃止ができないため、新市での全体構想での位置づけが難しいと
思われます。

4 本庄市

5 ふじみ野市

6 鴻巣市

現在、特に吹上支所の老朽化が激しいため、改修で対応していくべきか、建て替えをするべきか、また、建て替える場合にしても、建設箇所、
施設内容（公民館などの複合的な機能を持たせるかどうか）など、今後の対応について苦慮しているところである。 いずれにしても、両支所
はこれまで両町の地域の拠点としての役割を担ってきたことを踏まえ、地域住民の感情を十分に考慮する必要がある。また、市の財政も厳しい
状況にあることから、今後の対応策については、慎重に検討していきたいと考えている。

7 春日部市 執務スペースについては、一部図書館への用途変更を計画しています。

8 神川町

9 小鹿野町

分庁方式により旧庁舎の活用を図ることはできているが、非効率になってしまう面もある。（庁舎間の事務連絡等で車両や時間が必要になるこ
と、町民にとっては１施設で用事を済ませられないなど。）議場については構造上転用が難しく、合併で使われなくなった旧両神村の議場は倉
庫として使用されている状態である。また、建物があるだけで生じる費用（光熱水費や修繕費、各種設備の点検保守費用、防火管理者等の講習
費用など）も相当の金額になると見られ、今後は職員数の減少も見込まれるため、将来的には施設の集約化を検討する必要があるものと思われ
る。

10 熊谷市  旧議場の用途変更については、段差等の構造上の問題があり、難しい状況にある。

11 深谷市
施設の老朽化、狭隘化、耐震への不安等の様々な問題をかかえています。また、老朽化しているため施設の修繕に予算を費やしている状況で
す。

12 飯能市



 

視察先概要 

 

【上里町】 

○ 人口 32,083 人（平成 20 年 11 月現在） 

 

○ 位置 

 上里町は、広さ南北 5.5 キロメートル、 

東西 6.0 キロメートル、総面積約 29.21 

平方キロメートル。埼玉県最北端で東京 

都から 85 キロメートル圏内に位置する。

 烏川、神流川の２大河川を境にして群

馬県と隣接している。  

上里町の位置

○ 庁舎概要 

・ 平成 11 年度から事業実施 

・ 総工事費 30 億円 本体・内装工事費 27 億 3 千万円 

・ 延床面積 7365.62 ㎡  

・ 構造 鉄骨造 5 階建て 

 

 

【本庄市】 

○人口 79,613 人(平成 20 年 12 月現在) 

 

○位置 

本庄市は、東京から８０km（キロメート

ル）圏、埼玉県の西北に位置する面積８９．

７１km2（平方キロメートル） 、人口約８万３

千人の都市です。東は深谷市、西は上里

町・神川町、南は美里町・長瀞町・皆野町、

北は利根川をはさんで群馬県伊勢崎市に

接しています。  

  

○ 工事概要 

・ 平成 2 年 12 月から事業開始 

・ 総事業費 49 億７千万円 

・ 延床面積 11,564．3 ㎡ 

・ 構造 地上 6 階 地下 1 階 鉄骨鉄筋コンクリート造 
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庁舎建設特別委員会委員長中間報告 

 

平成20年第３回定例会において、本委員会に付託され、閉会中の継続審査

となっていました庁舎建設に関する件について、４回の委員会を開催いたし

ましたので、審査経過の概要を報告いたします。 

初めに、第１回の委員会につきまして下記のとおり報告いたします。 

記 

１ 審査年月日 平成20年10月14日(火) 

２ 場      所 議場 

３ 出 席 委 員  加藤勝明、湯澤清訓、黒澤健一、吉住武雄、島野和夫、 

阪井栄見子、伊藤堅治、桂祐司、高橋節子、現王園孝昭 

４ 議   題 （１）庁舎建設に関する各種委員会の説明について 

        （２）市民説明会の内容について 

５ 説 明 員 総合政策部長、政策推進課長及び主査、こども課長 

 第１回の委員会では、市執行部から庁舎建設に関する各種委員会及び市民

説明会の概要説明を受けました。 

庁舎建設に関する委員会には、副市長と市の管理職員で構成する北本市庁

舎建設検討委員会及び北本市公共施設整備検討委員会と、市民や議員等で構

成する北本市庁舎建設委員会の３つの委員会があります。昨年の４月から今

年の８月にかけて合計で８回の会議が開催されています。各委員会で検討さ

れた内容のうち、主に「保育所併設」についての経過の説明を受けました。 

 また、市の市民説明会は、自治会連合会などの各団体や８圏域コミュニテ

ィを対象として、今年の８月から10月にかけて合計で15回開催され、275名

の参加がありました。 

市民説明会では､庁舎を建設する理由､費用､規模等に関する内容のほか､３

委員会の中で検討した「保育所併設」について行った旨の報告がありました。 

 執行部の説明に対し、本委員会の委員からは、「保育所併設の経緯」や、

「３委員会の今後のあり方」等についての質疑や意見が出されました。 

以上が第１回庁舎建設特別委員会の審査経過の概要です。 

 

続いて、第２回の委員会につきまして下記のとおり報告いたします。 

記 

１ 審査年月日 平成20年10月30日(木) 

２ 場      所 議場 

３ 出 席 委 員  加藤勝明、湯澤清訓、黒澤健一、吉住武雄、島野和夫、 

阪井栄見子、伊藤堅治、三宮幸雄、桂祐司、高橋節子、 

現王園孝昭 

４ 議   題 市民説明会の結果について 
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５ 説 明 員 総合政策部長、政策推進課長及び主査 

 第２回の委員会では市執行部から市民説明会の結果報告を受けました。 

市民説明会で、庁舎建設に関するご意見をいただいたところ、全体で357

件の質問や意見が寄せられました。そのうちの半数は「庁舎建設に関するも

の」、「庁舎規模、機能に関するもの」で、大半は庁舎建設に前向きの意見

でした。また、全体の約３分の１は「保育所の併設に対するもの」で、保育

所併設には否定的な意見であった旨の説明がありました。 

執行部の報告に対し、本委員会の委員からは、「今後の市民等からの意見

の集約方法」や、「３委員会と議会との整合性等について」の質疑や意見が

出されました。 

以上が第２回庁舎建設特別委員会の審査経過の概要です。 

 

続いて、第３回の委員会につきまして下記のとおり報告いたします。 

記 

１ 審査年月日 平成20年11月18日(火) 

２ 場      所 議場 

３ 出 席 委 員  加藤勝明、湯澤清訓、黒澤健一、吉住武雄、島野和夫、 

阪井栄見子、三宮幸雄、桂祐司、高橋節子、現王園孝昭 

４ 議   題 庁舎建設に関する件について 

第３回の委員会では過去２回の委員会における執行部の説明を受け、今後

の庁舎建設の方向性について検討しました。その結果、本委員会では、「庁

舎単独で建設する」、「建設場所は現在地とする」、「建替えを前提とす

る」という結論に至りました。また、今後の庁舎建設の具体的な方針として、

次の６項目を検討することとしました。 

１.質素で簡素な庁舎建設について 

２.地域経済への波及効果について 

３.着工時期について 

４.建設費用について 

５.庁舎建設基本構想の基本的な考え方について 

６.その他 

以上が第３回庁舎建設特別委員会の審査経過の概要です。 

 

続いて、第４回の委員会につきまして下記のとおり報告いたします。 

記 

１ 審査年月日 平成20年12月９日(火) 

２ 場      所 議場 

３ 出 席 委 員  加藤勝明、湯澤清訓、黒澤健一、吉住武雄、島野和夫、 

伊藤堅治、三宮幸雄、桂祐司、高橋節子、現王園孝昭 
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４ 議   題 庁舎建設の方針について 

第４回の委員会では前回の委員会で今後の庁舎建設の具体的な方針として

示された６項目について検討しました。主な意見について申し上げます。 

１.質素で簡素な庁舎建設について 

① 現在の案を見直す縮減案として、面積、吹き抜け、地下室、耐震基

準、免震工法などの見直しの意見が出ました。 

② 例えば宮代町のような木造庁舎も検討するとの意見が出ました。 

２.地域経済への波及効果について 

① 地元業者を積極的に活用すること。 

② 設計を工夫すること。例えば分割発注、工区を分けること等。 

３.着工時期について 

① 市制施行40周年を目途に着工すること。 

４.建設費用について 

① 庁舎建設基金25億円を上限とし、できる限り残すこと。 

② 後年度負担もある程度必要なので、起債についても検討すること。 

③ 庁舎建設基金の残金を維持管理に対応できる庁舎建設基金のあり方

を考えること。 

④ 建設費縮減のため､仮設庁舎はできるだけ造らない方策を考えるこ

と。 

５.庁舎建設の基本的な考え方について 

① 市民が活用できる多目的、フレキシブルなスペースを設けること。 

② 文化センターとの連携を考慮すること。 

③ 一棟の中に実現可能な限り機能を集約すること。  

６.その他 

① 屋上緑化や太陽光発電など環境に配慮した庁舎とすること。しかし、

費用は増大する。 

② 福祉に配慮した庁舎とすること。 

③ 議会関係について、会派控室の設置、議会図書室の充実などの意見

が出されました。 

以上が第４回庁舎建設特別委員会までの審査経過の概要です。 

今後、更に細部について検討する必要がありますので、引き続き慎重に審

査を進めてまいります。 

 

 以上報告いたします。 

 平成20年12月17日 

庁 舎 建 設 特 別 委 員 会 

委 員 長    現 王 園 孝 昭 

北本市議会議長 横  山     功 様 



土里町庁舎視察資料

平成 13年 11月 26日 開庁
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第 1章 新庁舎の必要性

1 分散課等をまとめて利用しやすく

新庁舎建設の必要性

(1)旧 庁舎(各課)は分散していて、わかりにくく不便であった。
‐■●ここここ::::====ここEE::::「テ

(2)町 民のためのスペースが不十分であり、障害者、高齢者への対策も十分に行え
●

充正 い 。

(3)執 務室が手狭で、老朽化が進み、事務能率やOA化 に支障が生じていた。

(4)町 民のためのコミュニティセンター、中央公民館が事務室、役場の会議等で使

用されているため、本来の目的から外れている。

旧庁舎は、昭和32年 に建設され、執務室の手狭により昭和47年 に東側に新庁舎

(現在上里町福祉町民センター)を建設しました。

さらに、中央公民館が昭和45年 に建設され、これら4施 設に各課が分散しており、

来庁者に不便をかけていました。

また、町民がくつろげる場所や、体の不自由な人や高齢者に対する施設や設備も

不十分でした。これらに加え、庁舎内の電気口電話の配線はたこ足状態で、コンセント

が抜けたり、容量が不足してブレーカーが落ちたり、パソコンがシステムダウンしたり、

いたるところで雨漏り、床がひび割れしているのが現状でした。

今の古い建物では、事務能率を向上させるための設備工事も思うようにできませ

メし 。

このため町では庁舎建設検討委員会を設置し、庁舎建設の可否や、規模、建設地

等を協議し、その結果、平成11年に旧庁舎東側(現在地)に建設することが決定され

ました。

2平 成13年9月28日完成、1可月26日より使用(開庁)

平成13年9月28日完成し、その後10月に内部の什器・備品の設置、外構 (駐車

場や植栽など)の工事を実施いたしました。

11月3日には、       に 合わせて竣工記念式典を開催し、町民への完

成見学会を行いました。続いて、11月には移転作業とトレーニング、23、24,25日

の3連休を利用したコンピューターの移転、電話の切り替えを行ない11月26日 (月)

より、開庁となりました。
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第 2章 新庁舎の機能、開かれた庁舎

3新 庁舎の部屋害Jりと機能

新庁舎の部屋割りは、別図(P13～)となつております。

(lP化岳暑ξ唇邑を最豊ξ営邑)
①機能的でコンパクト

ロ無柱空間による機能的窓口

B分かりやすい窓回表示

O弱 者対策

口段差の解消
B車椅子対応エレベーター

ロ弱者用多目的トイレ

O多 目的利用可能な町民ホール

ロ可動型展示パネル

ロ展示用照明

環境に配慮した庁舎

O地 球環境への配慮

ロリサイクル材の利用

・PC化 による現場型枠材の削減

B雨水利用によるトイレ洗浄水

・室内照明のセンサー調光による電力節減

口電カピークを平準化するための深夜電力による氷蓄熱空調

O周 辺環境への配慮

・建物を南側に配置し日照に配慮

B低層部を張り出しビル風を低減

B敷地周囲の緑化

B受水槽を地下化し、景観a防音などに配慮

B屋上機械を目隠し、景観・防音に配慮

。北側の窓を高窓化し、プライバシーに配慮

口光害の少ない外灯

(2)
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O建 物内部への配慮
白自然換気システムの採用による省エネルギー化
“自然採光を各所に取り入れ
"庇、回―ルブラインドなどによる熱負荷の軽減
口町民ホール北、東の断熱ペアガラス採用

(3)G理 性と先進性

O合 理的なビメレディングシステム
口部材のモジュール化

口OAフ 回アとシステム天丼

・中央監視室による一元管理

B無柱空間の執務スペース実現

づくりの拠点となる庁

Oシ ンボメレ性、防災性、安全性の高い庁舎
口21世 紀への船出、町民とのふれあいをシンボル化
B防災機能の確保

B災害時の電源確保(40時間)
・衝突の恐れのある部分のガラスを強化ガラスに

4新 庁舎の面積

新庁舎の概要

5工 夫をこらして維持管理費を節約

建物や設備には、維持管理費の増大を押さえるために様々な省エネルギー対策

(オール電化、空調システムの省エネ対策[氷蓄熱]、省エネ型の照明機器や節水

機器の採用、深夜電力、雨水等の利用等)をとつています。

(4)
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建 ぺ い 率 36.77% 105.93%

最高の高さ 21.45m 最高の軒の高さ 21.00m

6952.77百 2556.77百

365.62



6地 震や火事にも万全な庁舎

(1)建物の耐用期間中に数回発生する可能性のある中地震動(震度V強 程度)に対

して、主体構造は耐力に影響を及ぼすような損傷を生じず、建物の機能を保持し

ます。

(2)当敷地において数百年に一度の確立で発生する可能性のある大地震動(震度VI

強～Ⅶ程度)に対して、主体構造に大きな補修をすることなく建築物を使用するこ

とを目標とし、人名の安全を確保します。

(3)災害時に電気の供給が止まつても、コンピューターや電話、防災行政無線等が使

えるように、停電後約40時間電気が供給できる非常用発電機を設置しました。

7旧 庁舎の活用

旧庁舎(第1庁舎…総務課、町民課等のあった建物)は、取壊して駐車場口植栽等を

整備した。

第2庁舎…税務課、経済課等のあつた建物)は改修工事を実施し、上里町福祉町民

センターとしてリニューアルし、1階には上里町社会福祉協議会が入り会議室の貸し

出し、維持管理等を行ない町民の利用を図っております。

8テ レビ電波受信障害対策

新庁舎は、高さが21m、 幅100mと なるため、周辺地域にテレビ電波の受信障害

が発生しますので、対策工事を実施いたしました。

第3章 建設費

9建 設費の財源は、約フ割が積立金で

新庁舎の         外 構・備品等含む)かかっております。

建設費については一般行政へ財政的な影響が及ばないように昭和60年以来庁舎

建設基金として20億円、公共施設整備基金として2億円、計22億 円を積み立ててき

ました。

さらに起債をフ億2400万 円、残り7600万 円を一般財源から歳出しており、新庁

舎を建設したからといって町民の負担が大きくなつたり、他の事業予算が減るという

ことはありませんでした。
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第4章  資 料

10庁 舎建設に至る経過

(1)庁舎建設基金条例

昭和60年 3月議会にて議決。同年4月 1日施行
す ―

(2)議会の対応

①庁舎建設プロジェクト安―ム発足…議員6名(代表・・・荒井二郎議員)

平成2年3月19日…提言書の提出

町民が入りやすく、利用しやすい、ゆとりある施設

町のシンボルにふさわしいもの

住民サービスの向上

自然環境、周辺の諸条件に調和した施設

規模は、将来人口等を想定し検討すること

② 庁舎建設調査特別委員会(委員長…小暮武男議員)

平成5年6月議会において設置

6年3月 18日 議会に調査結果の報告

用地を先行取得する必要性を報告。候補地5カ所

6年9月議会において再度特別委員会を設置

7年6月 16日 議会に調査結果の報告

将来人口50,000人 を想定して調査。役場内にも組織を設置し、検討を始

めるよう要望。

(3)町の対応

庁舎問題検討委員会(役場内部組織)の設置 平成6年 12月 1日

平成7年 4月 から施行の第3次 総合振興計画に重点施策の一つとして「中心市街

地整備事業」の中で役場新庁舎への改築を推進する旨を明記。

7年 7月 18日 …部会設置

ファイリング担当部会 9回 部会開催

電算化担当部会   8回 部会開催

建築担当部会   12回 部会開催

用地担当部会    6回 部会開催

総括委員会    4回 開催

7年10月  住 民アンケート実施(1,000名対象)
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職員アンケート実施(全職員対象)

8年 3月 1日  策 定調査報告書…決裁

(4)本 庄市・上里町の合併案件が浮二。このため、庁舎建設は一時凍結。

平成8年 11月 1日 合併協議会設置の署名と選挙管理委員会に提出。

9年 5月9日 議会議決 (本庄は可決。上里町は否決(合併は郡市で)

(5)合 併否決後の経過

.① 庁舎建設検討委員会(町内有識者、各種団体代表、公募委員…渋沢栄一委員長)

平成10年6月18日 町長より委員52名委嘱

諮問―庁舎建設について

8月4日  庁 舎建設検討委員会(第2回 )開催

答申…庁舎建設について

[新庁舎を早期に建設するよう]

25日  庁 舎建設検討委員会(第3回 )開催

町の庁舎建設方針報告

諮問……庁舎の位置について

……敷地面積について

……庁舎規模について

平成11年 2月 3日 答申……庁舎建設用地について

[町営住宅跡地(現在地利用含む)]

4月 26日 答申……敷地面積について

[当面町営住宅跡地を基礎とする]
h…・庁舎規模について

[概ね7,000ぽ 程度]

[地下1階、地上4～ 5階程度が妥当]

6月15日 依頼……プロポーザル選定だ石下そ

報告……プロポーザル選定について

7月21日 町長よリプロポーザル選定結果報告

(庁舎建設検討委員会委員による投票結果、第1位であった榊久米設

計に決定)

②町の対応                          ′

平成12年 3月22日 実施設計を企画調整会議にて了承
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平成12年 5月25日

平成 12年 6月 7日

フ月 3日

8月 3日

9月 6日

9月 11日

9月 12日

10月 19日

11月 2日

11月 13日

11月 28日

12月 6日

12月 13日

平成13年 1月 15日

1月 16日

1月 24日

2月 5日

3月 2日

3月 21日

4月 16日

4月 23日

5月 20日

5月 30日

6月 22日

7月 12日

8月 2日

9月 18日

10月  中

11月  3日

11月 23日

11月 26日

議会において請負契約議案が可決。本契約。

安全祈願祭(参加158名 )

埋蔵文化財試験堀り(文化財なし)

平板載荷試験。コンクリート試験練

均しコンクリート打設開始

墨だし検査

本庄土木事務所中間検査

耐圧盤コンクリート打設開始

町議会現場視察

町課長会現場視察

地中梁白1階床生コンクリート打設開始

町議会現場視察

第1節鉄骨建て方開始

町議会現場視察

庁舎建設検討委員現場視察

第2節鉄骨建て方開始

議場建て方開始

町議会現場視察

外壁PC取 付け開始

庁舎建設検討委員現場視察

町民現場見学会

町課長会現場視察

外壁ガラス取付け開始

OAフ 回アー敷込み開始

カーペット敷込み開始

消防検査821日建築確認検査

内装H外構工事

町制施行30周 年記念イベントB庁舎竣工記念イベント

移転開始口25日 移転終了

新庁舎開庁

-8-

入 札 落札業者 設 計 金 額 落 札 金 額

豊 西松建設 18億 1633万 2千 円 16億 3170万 円

機械 大気社 5億 1985万 5千 円 4億 6725万 円

電気 栗原工業 3億 8220万 円 3億 450万 円
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・調査時期

・調査対象

・回答人数

・回答率

上里町庁舎建設住民アンケー ト調査集計結果

平成 7年 10月

町内お住まいの 20歳 以上の方 1,000人 (無作為抽出)

370人 (男性 。158人 、女性 ・208人 、無 ・4人 )

37.0%

23人

79人

69人

24人

22人

18人

17人

14人

13人

8人

6人

(2)質 問 建 物の高さは、

◇ ①  3階 建 147人

⑤ そ の他 41人

◇ 2階 建

◇ 必 要に合つたサイズ

◇ 1棟 にすべての機能が納まれば何回でも良い

◇ お まかせします

(1)質 問 現 在の庁舎施設に対しての要望や不便を感じた′点等がありましたらお聞かせ

ください。

◇駐車場が狭い、分散している           1

◇庁舎、課が分散している

◇庁舎が狭い、待合場所が狭い、寒い、ソファーが不足

◇不便を感じない

◇庁舎が暗い、換気不充分

◇各課の窓日、係がわかりにくい

◇庁舎が老朽化している

◇職員の対応が悪い、案内が不充分

◇庁舎の出入り日 (カーブのため)危 険

◇休日・昼休み業務を望む、業務時間の延長等

◇庁舎内が汚い、整理整頓 されてない

その他、汚い、整理整頓 されてない、

が悪い等、少数意見ながら多数あつた。

役場の場所がわか りづらい、 ト イレが不備、階段

どの位が良いと思います
る
か。

② 4階 建 52人  ③  5階 建 71人  ④  6階 建 34人

1 5人

8人

2ノ【

2人

その他 1階 に行政組織を、予算に応じて、土地の広さによる、超高層ビル、特にない

等少数意見あり。

◇ 無 回答 25人

(3)新 庁舎の建設場所は、どの辺が良いと思いますか。

◇ 現 在の場所                  61人



◇ ワ ープ上里、図書館の近く

◇ 町 の中心地

◇ 現 在地周辺

◇ 駅 の近く

◇ 交 通の便利な場所

◇ 神 保原駅南

◇ 駐 車場が確保できる場所

◇ 東 小学校周辺

その他、特定の場所の周辺等意見あり。

46人

45人

41人

22人

20人

15人

12人

9人

(4)庁 合は、町のシンボルとしての象徴性を持ったものと考えらておりますが、あなた

はどう思います
~か

。

◇ そう思う    181人

◇ ′悪わない      84人

◇ ど ちらともいえない 89人

◇ 無 回答       16人

(5)町 のシンボルとしての象徴性を持つた庁舎にするには、どんな点に配慮をしたら良

いと思いますか。

利用者の利便性を重視した庁舎

気軽に出入 りできる庁舎

機能性を重視 した庁舎

自然との調和を考え、緑化 ・花壇を多くした庁舎   8人

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

デザイン ・色を考えた庁舎

広く、明るい庁舎

町民が入るやすく、緑を多く取 り入れた庁舎

威風堂々とした庁舎

身体障害者、お年寄 りへの配慮 した庁舎

町の花、木、鳥を使い特色を生かした庁舎

人口に見合つた庁舎

19人

18人

12人

8人

6人

5人

5人

5人

4人

3人

その他意見 働 きやすい庁舎、オーソドックスな建物、外観に独創性のある庁舎、華

美でなく、農業と工業の躍進発展を象徴 した庁舎等少数意見ながら多数あり。

(6)新 庁舎建設反対 1 0人

児玉郡市全域の合併を望む。庁舎建設基金は、下水道、児童館、老人センター、道路整

備、国体誘致にまわす。通学路、公園、病院を増やしてほしい、道路網の整備を行 う等。

2



上里町庁舎建設職員アンケー ト調査集計結果

平成 7年 10月

職 員

152人 (男性 ・92人 、女性 ・57人 、無 。3人 )

89,98%

・調査時期

・調査対象

・回答人数

・回答率

(1)質 問 現 在の庁舎施設に対しての要望や不便を感じた′点等がありましたらお聞かせ

ください。

◇事務所スペースが狭い

◇事務所が分散している

◇事務所が暗い

◇庁舎が老朽化している

◇会議室が少ない

◇駐車場が狭い

◇事務所待合室が狭い

◇通路が迷路である

◇窓口業務は同じ場所にないと不便

◇課 ・係の窓口がわかりずらい

その他意見 課 ・係の窓口が狭い、

整理統合を、収納スペースが少ない、

(2)質 問 建 物の高さは、

◇ ①  3階 建 28人  ②

⑥ そ の他 17人

◇ 平 屋造り

◇ 土 地条件による

◇ 敷 地面積が不明のため

◇ 7階 建

どの位が良いと思いますか。

4階建 21人  ③  5階 建 52人  ④  6階 建 24人

3人

2人

2人

2人

その他 敷 地面積と人口に添った階数、将来の必要量に応じた検討、用途に応じて等

少数意見あり。

(3)新 庁舎の建設場所は、どの辺が良いと思います力、

◇ ワ ープ上里 ・図書館の付近   24人

◇ 現 在の場所          15人

◇ 町 の中央 (中心地)      12人

38人

23人

21人

17人

16人

14人

11人

11人

10人

9人

老朽化、通路が狭い、汚い、書類の保管庫や倉庫の

冷暖房設備が不備等、その他少数意見多数あり。

3



◇ 現 在地の近く        10人

◇ 遊 水地付近          5人

◇ 公 共施設に近い所       5人

◇ 神 保原駅南で駅に近い所    4人

その他意見、特定の公共施設の隣接地 。その周辺、農地の値段の安い所、わかりやすい

所で込み合わない場所、駐車場が広く取れる場所、現在地の半径 lkm以 内等意見あり。

(4)庁 舎は、町のシンボルとしての象徴性を持つたものと考えらておりますが、あなた

はどう思います
~か

。

◇ そう思う     88人

◇ 思 わない      28人

◇ ど ちらともいえない 34人

◇ 無 回答        2人

(5)町 のシンボルとしての象徴性を持った庁合にするには、どんな点に配慮をしたら良

いと思いますか。

◇ 町 民が気軽に利用できるような施設        8人

◇ 町 民の意見を取り入れる             5人

◇ わ かりやすく使いやすい庁舎           4人

◇ 高 齢者、身障者の方たちが苦がなく来庁できる庁舎 4人

◇ す てきなデザインの建物にする          3人

◇ 町 のイメージを表現しつつ、周辺の景観を考えて  3人

◇ 町 民が集まりやすい複合施設とする        2人

その他意見 シ ンボルタワーを要望、町民、町民外からの応募によって決定したら、

未来の町のシンボルとしての庁舎、緑が多く、住民の憩いの場という環境に、関連の

ある課を近くに配置する、会議室を多くする、木などをふんだんに使用し、暖かみの

ある親近感をいだくような建物、町の歴史の遺産となる庁舎等少数意見多数あり。

(6)そ の他

◇ 新 庁舎の必要なし 1人

4



上里町庁舎建設事業費概要

庁舎建設事業は、平成 11年 度より実施され、総額30億 円の事業となった。

建物本体の建設は12～ 13年 度の継続事業で施工され、9月 28日 に竣工。

その後、内装 ・外構工事が施工され、11月 3日町制施行30周 年記念日にオー

プンイベント。

平成 13年 11月 26日 より役場業務が開始された。

1.事 業費年度別内訳 単位 :円

2.総 事業費の財源内訳 単位 :

平成 11年 度 平成 12年 度 平成 13年 度 計 備  考

用 地 費 134,696,600 134,696,600

地質調査費 5,670,000 5,670,000

設計監理費 50,850,000 27,141,765 26,702,235 104,694,000

本体建設費 709,371,810 1,694,078,190 2,403,450,000 本体・内装・外構

工事費合計

2,729,828,90E

内装工事費 241,218,757 241,218,757

外構工事費 85,160,146 85,160,146

水道加入金 1,932,000 1,932,000

全面歩道切下 903,000 903,000

テレビ対鎌研確輯館計資 932,463 1,281,000 720,300 2,933,763

テレビ対策工事費 17,430,000 193,935 17,623,935

備品購入費 5,999,595 5,999,595

計 192,149,Oo3 757,156,575 2,054,976,158 3,004,281,796

年 度 事 業 費
事 業 費 の 財 源 内 訳

国費 ・県費 地方債 基金等
一

般財源

平成 11年 度

平成 13年 度

3,004,281,796 814,000,000 2,176,717,202 13,564,594

合  計 3,004,281,796 814,000,000 2,176,717,202 13,564,594



3.建 築 (延床)面 積

4.そ の他

敷地面積・………… 6, 952. 77 ポ

建築面積…・……… 2, 566.77 ポ

延床面積…………… 7, 365。 62 ポ

建ぺい率…・……………… 36.77 %

容積率 … ・…………… 105。 93 %

最高の高さ…・…………… 21,35 m

最高の軒の高さ… … …  21.00 m

5。施工業者等

設計 ・監理業者…… ……

建 築 工 事……… ……

機械設備 工事…… ……

電気設備 工事……………

榊久米設計

西松建設

榊大氣社

栗原工業僻

建築面積 2, 556. 77ポ 鉄骨造 り5階 建 直 接基礎

延床面積 7, 365, 62ポ

内訳  5階 1 9 4 . 5 6 8ポ

4階 1, 735. 962ポ

3階 1 , 4 0 7 , 9 8 9ポ

2階 1 ,  5 5 4 . 0 9 9ポ

1階 2 , 3 9 7 .  1 6 5ポ

地下 ピッ ト 35. 856ぱ

屋外ポンプ室 39. 982ポ

△
日 計 7, 365。  621ポ


	

